
第 2章 鷹栖、大島地区地主層と他産業との関連

嘱波地方は、幕藩附t以来、加賀藩の穀倉と称せられた米作地帯であり、と〈に鷹栖村は、との

瞬波地方にあっても、加賀藩でーこをあらそう大きな草高（3. 7 0 0 石〉の村であった．との鷹栖

村は明治期に入っても、i 豊かな米作を誇り、と〈に日清戦争前後から、明治4 0 年代にかけては、

活気にみちた村であり、大地主たちは積極的に他産業に乗り出していった白明治時代の鷹栖村の地

主で、村の政治、経済‘社会、文化の各方面において決定的な役割を演じたのは、村内最大の地主

大矢四郎兵衛であった．大矢は、たんに鷹栖村を代表する大地主であったのみならず、彼の社会的

活動は、全嘱波的規模のものであったし、また政治家としては・、集会議員、県会議長‘また衆議院

議員〈当選四国〉とじて、その活動は、全県的に顕著なものがあった．

ζの大矢四郎兵衛の退命をかけての大事業は、明治 26 年に発案され、 2 9 年 6 月に着工い、 31

年 1 月に城端ー高岡聞が開通し、ついに 3 3年には高岡一伏オ輔が完通した中越鉄道敷設の事業

であった。鷹栖村随一の大地主、大矢は、 ζの中越鉄道に彼の運命をカ材、かつζのために私財を

なげうち、没落する悲劇の主人公の役割を演ずるのであるa 乙の中越鉄道の城端ー漏岡聞の敷設は、

西から延びてきた官営の北陸鉄道の富山県の福岡、高岡までの開通が、明治♂弘1年 1 1 月の乙とで

あるから、それよりも早い開通をみたわけであり、当時としては、驚異的な出来事であった．乙の

中越鉄道敷設のために大矢四郎兵衛は、彼のすべてをかけるのであるがーとの事業はたんに鷹栖村

の大矢一人の事業ではなかった。

明治 2 6年 9 月、出町での最初の協議会において、挙げられた発起人の32名は、当時にお砂る

嘱波地方を代表する大地主たちを集めているし、また高問、伏木の有力者 f大商人、大地主】も名

をつらおている．笑に中越鉄道敷設は、金嘱波と高問、伏木の政治、経済上の代表者たちの力を結

集しての、大事業であった。 ζの大事業において、当時における地主の他議議との関連の一つの典

型的事例をみるととができるのである。

中越鉄道敷設のとの時期は、ちょうど日清戦争前後の、日本資本主義にとっての第一次産業革命

の時期であったが、乙の時期において．碩波地方では、県下の他地方をζえる規模で、井波、城端、

福野、出町、鷹栖、戸出、福岡の各町村で、い〈つかの地方銀行が続出している． ζれらの地方銀

行のうちで、最大規模のものは、明治 2 7年に出町において設立された株式会社中越銀行であった。

出町は、地理的に段階会稿板の中央に位するととろにあり、乙の中越銀行の発起人の大半がまた、

つまり、中越銀行の発起人たちも、

璃波地方の代表的大地主たちであった。中越銀行以外の、井波、城端、福野、鷹栖、戸出、福岡の
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各町村に設立された諸銀行の発起人たちも、当時の各町村の代表的な大地主、大薦人またはマ品ユ

フアクテャ経営主たちであヲた。

とれら地方銀行は、三そ，れぞれの町村の経済力を管景として、生れたのであり、lJるつままhそれぞ

れの町本ずの産業のいっそうの発展のために設立されたものであった。乙れら町本古のうち、と4に山

ろ〈に位置吹~城端、井波‘信野、福光などは、当時における県下の先進的な織物操地帯であり、

数多〈のうち、小マニユフアクテャ工場設経営されていた。 ζれらマ品ユフアクテヤ工場の経営者、

｝またはそれへの投資者として地主者はいかなる役割をはたしていたか、乙の点も興味ある課題であ

る。

とうして、日清戦争前から、と〈に戦後の嘱波地方は、農業においては県下最大の穀倉であった

しーまた当時の主要工業としての掛物業 f生糸、絹、麻‘綿、織物業）においても、他地方に優越

する位置を占めていたのであり、農工をつうじての、全操下の先進地帯であった．との先進地帯．

嘱波地方の代表的な町村である、城端、福光‘福野、出町、戸出を、当時の県経済の中心地である

商業都市高岡および伏木港に直結するものとして、敷設されたのが、中越鉄道であったe

ととろで、購波地方と高岡市および伏木港の経済的関係は、いかなるものであったか。

当時の県経済の苑命を制する重要窓業であったのは農業であったし、また富山県農業に

謹書すれば、米作とそが、そのすべてであったといえる。その点は、県最大の穀倉であった璃波地

方にとっては、なおさら痛切であった． ζの曙波地方の年々の米の価格は、高岡米商会所において

投機的に決定されていたのであり、また、米の県外輸出は伏木港からであった．逆にまた、米作の

ための肥料として、当時は、最大の比重を占めていたにしんは、逮〈北海道から、伏木港に輸入さ

れ、乙とから高岡の肥料取引所にはζばれ、ととで価格決定がなされて、高岡の肥料問屋をとおし

て、璃波地方、ま t::. むk地方に媛売されたのである。

とうしでも碩波地方ーまた射水地方の農村は、高岡の米、肥料商会所を支配する高何時人たちに

よって、その米と肥料を完全に掌握されていたのである。との嘱波地方と高岡、伏木を革、結するも

のとして、中蹴槌が敷設されたのであり、またとの鉄道は、当時の巣立業の精地帯としてのw

嘱波地方の山．ろ〈の損披．城端、福光、福野らの織物を、高岡‘伏木に結ぶ意味をも・3ていたので
ある。

以上の乙とが、本稿において、鷹栢村の地主制の推移と他産業との関連を追求する場合、分析が、、

鷹栖村を含む金属波地方と：高岡、伏木との関係にまで、及ぼさざるをえないゆえんでおる暑

次に大島村と湾問叱伏木との関係はどうか。

大島村の地主制の推移と他産業との闘速を追求するとき、ととでは、鷹栖村の場合とは巽って、
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地主の他産業への進出は、v特殊な例外をのぞい日ては、皆無であったといってよい。一次に大島村の場

合、とれま怠鷹栖村とは票って、不在地主の数が多しその数と土地所有鏡模は、ほほ村内地主に

匹敵するほどのものであったbζの不在地主の本宅は、弱岡市およびぞの胃辺の地主たちであると

と、との点において、まず、大島村と高岡市との密接お関係をみるととができるe 上述のどと〈、♂

と乙では、地主側の他産業への進出は、まった〈の例外であったとみてよいが、一方、農民側の副

業と iして、最大の比重を占めていたのは、売薬売子としての出稼であったー売薬売子たちは、イ曜

と高肉の売薬元締の売子として、出稼にでたのであるが、高岡での著名な元締は、高岡の代表的大

商人、 A大地主であった菅野伝右エ門・であった。

とうして、大島村と高岡市との闘係は、大島村は、米、肥料の価格決定と売買において、高岡商

人に掌握されていたという点においては、稿波地方と同様であったが、嘱波地方と異なる特殊性と

しては、大島村の農民たちは不在地主としての高岡商人、地主に支配され‘かつ、売薬売子主して

も、高岡の売薬の元締たちの支配下にあったわけである。したがって、大島村の場合もお鷹栖村以

上に、高岡との閥係を無視しては、その経済を語りえないのである．

以上の点からして、本稿では、第2主主では、昨夏の実態調査にもとずいて、鷹栖、大島岡村の泡

主届の推移と他建業との関連を、両村における資科、関取調査の点において追求し、そのよでの両

村の発展劇替の相迭を倹討したい．なお、鷹栖村の場合は、特妹な地主．小作蝿係としての、永小

作権問題を、その確立の過程において、決定的な役割をはたLた、大地主、大矢四郎兵衛と小作指

導者、事長原正清の複雑、語数少な関係をめぐって、機守する。

第 5章では、対象の時期を、明治時代、と〈にその後半期に限定して、稿波地方の地主制と他産

業との蝿速を、高岡、伏木との蝿係において渇求しようとするものである。と〈に、それを中越鉄

道敷設問題を中心として、検討したい。ただ、第 5挙は、第2章と呉って、まだ、ほとんど実態調

査がなされていないので、主として文献による分析であり、なお、まった〈議論の域をでないもの

である．

第 1 節地主層。土地所有規模の推移

q頁鷹栖地区

2.....;. 1 鷹栖村地主制ーの推移
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掛第 t表龍1. 本表の文化 5年の分は、鷹栖村の郷土史家で、『鷹栖村史』の著者、中明宗平

氏より、教示きれたもの。万延元年、明治8 年分は、「蔦延定年申三月改、慶応、元年改、明治 8

年8 月改、役高i限j より．明治 3 2 年以降の分は、筆者が、鷹栖公民館芳議の地租名寄帳より作

成したもの．

注 2. 小倉金右ヱ門、小倉政五郎、田中次平は、不動島村に所属し、不動島村は明治 2 2 年村

制実施の時、鷹栖村に合併された。それ故、乙の 5名については、明治 3 3年以前は不詳。しか

し、 ζとに、上位土地所有者としてかかげたのは、 tτコfこは、中明京平氏からの開取りによるの

と、また、明治 2 4 年以降のとっている「鷹栖村、村会議決書J の中に、戸数割各自課税額の等

級分のうちで、小倉金右エ門、田中次平は上位にあるからe 明治 2 4 年戸数割各自謀額では、全

戸 4 2 9 戸を t 等から 2 2 等までと、等外免除に分けているが、田中次平は 5等に、小倉金右エ

門は 5等の等級に入てっている。ととろが、明治 3 0 年の分では、すでに田中次平は 6等級に、小

倉金右エ門は 7等級に落ちている。小倉政五郎については、 IJ-'., j 3 2 年以前は、それ以降よりも

土地所有規模の少ないζとは、戸別割各自諜額の推移からわかる＠すなわち、小倉政五郎が、は

じめて 8 等級に入るのは、明治 3 1 年のととであり、それ以前は、 8 等級以上には入っていない。

注 3.. 明治 2 5 年については、「明治 2 5 年中谷荘平〈村長）調書、畔割改正根帳J より。

鷹栖村の上位土地所有者の推移をしめすのは第 1表である．との第 1表によれば、文化5年（ 1, 

8 0 8 年）から農地改革時までの、約 1 4 0 年間の推移がみられるが、乙とでは文化 5年、万延元

年の分は捨象して、明治 8 年（地租改正の時期）以降を検討する。時代区分を一応、つぎのように

分ける。

第 t 期（明治 8年より明治 3 0 年代まで）

乙の~｝ 1 期は、明治 8年の地租改正より、日清戦争後までの時期である． ζの中間の明治 2 5年

に、当時の村長中谷壮平調書の「畔割改正根帳」による各自の所有規模があるが、乙れは単位が歩

となっており、 ζれと、石高との関係治不明であるから、との 2 5年の所有歩の大きさを他の年次

と比較することは不可能である。ただ、村史の著者、中明宗平氏によれば、歩と石高との換算はで

きないが‘歩高は各自の土地所有規模に比例していたから、との 2 5 年の f降割改正根帳J の分の

みで、同年における所有規模の順位をみるととができる．とれを明治8 年、 3 2 年の分と比較する

と、所有規模の順位は大き〈変つてはいないが、ただ、大地主のうちで、顕著な変化のみられるの

は、大矢四郎兵衛の場合である．すなわち、大矢は、明治8 年の時点では島田円七につく・第二位の

土地所有者であったが、この明治 2 5年には、島田を抜いて第一位にのし上っている。
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制鷹栖村でt士、明治初年以来、最大の土地所有者は大矢田郎兵衛であるとされており、大矢につ

ぐものとして、島田円七と嬬師嘉作があったとされ、鷹栖村の地主に言及する場合、つねにその

説がとられていた。 〈たとえば、農政調査会「富山県嘱波地方における慣行小作権の構成と農地

改革J 、対波市大文学部「嘱波散居村の研究J 、「鷹栖村史J ）乙の点、中明宗平氏にも再三質
0 

問したが、中明氏の答では、氏自身の記憶でも、村内での言いったえでも、老人逮は‘大矢様 5

0 0 石、擢師<i?soo 石、円七g （島田円七） 4 0 0 石といって、大矢には「様J がつき、他の
人には「さJ をつけて呼びならわしていた、とのことである。ととろが、資料でみるかぎり、上

述のどとし大矢は明治8 年の時点では、第三位であり、第一位になるのは明治 2 5年からでお

る。中明氏も、明治初期の大矢の土地所有規模については「狐に鼻をつままれた思いである」〈

私信）ともらしているa なお、ど〈最近の中明氏からの私信によれば、大矢は、野尻村や本江村

に多〈の掛作高をもっていたらしいととが、述べられている n その掛作高の大きさはわからない

らしい。それで、本稿では、村内における土地所有規模では、明治 2 5 年の時点までは、島田に

つぐ第 2位の土地所有である ζとを前提として考察をすすめる。

明治 2 5 年の土地所有規模を、明治8 年および明治 3 2 年と比較しえないので、との明治 8年か

ら 3 2 年までの中間期でどのような土地所宥規模の変化があったかはわからないが、中明氏からの

間取りによれば、隠栖村の 1 0 0 石以上の大地主たちが、他産業に積極的に手を出し、しかもその

ほとんどが失敗してい〈のは、日清戦争前後、と〈に、戦後から 3 0 年代においてである。ととろ

が、 2 ' 3 0 石以上、 1 0 0 石までの土地所宥者は第 t 表でみると、その大部分は、 ζの明治 8年

から 32年の時期に土地所有規模を拡大している。そこで ζの時期を、一応明治 2 0 年を境にして、

その前後の二つの時期にわけて考えたい。というのは、全国的にみても、明治 6 年からはじまてコた

地祖改正から、明治 1 0 年の西南の役を契機として、インフレがすすみ、 1 3年からは松方財政整

理の過程で、急速なデフレーシヨンに転じて、農民層の没落がすすむが、この松方デフレの原始的

蓄積の過程で、鷹栖村でも自作農は急速に没落し、その土地が、上位土地所有者に集積したものと

考えられる。それを示すものが、第 1表における、 1 0 0 石以下～ 2. 3 0 石の土地所有者の所有規

模の拡太であると思われるし、 1 0 0 石以上の大地主の場合も、彼らが他産業に手を出して、所有

規模を縮少するのは、日清戦争前後からであり、それ以前は、 ζれら大地主も、所布地を縮少する

のではな〈、大矢四郎兵衛の場合に顕著にみられるどとし遂に土地所有規模を拡大していったも

のと考えられる。

以下、 ζれらの点を考慮しながら、土地所有域模の変化の顕著な者たちを類型別tこ技討しよう。
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没落地主

1. 大矢四郎兵衛（後述、経歴参照〕

村会議員、村長、郡会議員、県会議員、泉会議長、衆議院議員勤中越鉄道社長中越銀行発起人、

鷹栖銀行発起人。

土地所有規模、明治8 年の地租改正の時点では 2 4 、8 石で、村内では島田円七につく・第ニの地主

だったのが、明治 2 5年には、島田円七を抜いて第一位となり、明治 3 2年6月 1 日の所有規模は、

2 9 6 反で約 3 0町歩の村内第一の地主であったι明治 8年から 2 5 年にかけて、土地所有規模を

拡大したのは、松方デフレの時期に、土地を手ぱなした自作藁たちの土地を集積したものと思われ

る。それが、明治 3 2 年の 2 9 6 反から、明治 34 年 7 月 t 日には 5 5 反と急激に大部分の土地を

失う。とれは、中越鉄道敷設にすべてをかけて失敗したがゆえである。また大矢が政界から姿を消

すのは、第四回目の衆議院選挙に当選（ 3月 t 日h！＿そ｛i札制路誌に必い弓時報鰭ねるv 研話治る・

年 1 0 月 1 日の土地所有規模は 3 6 反であり‘ 38 年には 2 2 反となり、ほとんど全部の土地を手

放して北海道に移住する。 （明治 36 年〉大矢の土地の大部分は．東璃波郡柳瀬村の大地主、佐藤

助九時のととろへ移る。

との大矢四路兵衛の場合が、鷹栖村の大地主のうちで、他産業に乗り出して失敗した、一つの典

型的な例であるの

2. 癖師嘉作

村会議員〈第 1回、明、冶 2 2 年 5 月 2 日より明時 2 5 年 4 月 2 9 日の第 2 回、明治 2 5 年 4 月 30

日より明治 2 8 年 5 月 3 0 日転出により失格）

金沢で米i呂場をやり失敗。明治 3 6 年北海道へ移住。

擢師嘉作の場合も、明治8 年の 5 3 石（5 3反）から明治 3 2年の 1 3 7 反と、一大土地集積を

しているが、農師は金沢において米仲買業をしていたととが、明治 28 年度の県会議決舎にみえて

おり、おそら〈、米仲買業による収入が、土地集積の資金になったものと考えられる。ととろが、

明治 32 年以降は急激に土地を手放し、明治 3 2 年の 1 3 7 反が一明治 36 年には 2 7 反となり、

3 7 年には 0. 0 9 8 反とほとんど全部の土地を失っている。 ζれは、米相場の失敗によるのであり、

3 6 年には北海道に移住している。

三中西甚太郎

村会議員〈明治 2 2年 5 月 2 日の第 t 回以来‘第 5回まで連続当選。明治 39年 5 月 1 4 日辞職）

助役〈明治 3 0 年 5 月 5 日～34年 5月 3 0 日、明治 3 4 年 5 月 1 13~3 8 年 4 月 3 0 町、郡会

議員（明治 3 2 年？月 3 0 日～ 3 6 年？月 2 9 日）
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大矢四郎兵衛と同時期に金沢竹下熟に学ぶ。日清戦争前後に蚕糸業をおζ して失敗。

明治8 年一－ 1 3 0 石

明治 3 2年 6 月 t 日一一－ 4 2 反

明治 3 3年 t O 月 t 日一一 28 反

明治 38 年 t t 月 1 日一一 0. 0 0 8 反

4. 島田円七

村会議員（第 t 回、明治 2 2 年5 月 2 日～28年 5月 1 3 臼〉

明治時に 3 4 1 石（ 341150 だったのが、明治3 2年tと

づている治z、 ζれは 2 0 年代における米相場の失敗と受用倒れによつてである．それ以後息子の寿

吉郎が相続し、農地改革当時までの約 5 0 年問、比較的安定した、村内最大の地主の一人としての

地位を保つ。ただし、昭和初年の自作嚢創設の時期には. 4町歩と、戦時下に 4町 6反の縮少をみ

ている。

島田寿吉郎は、村会議員、村長、郡会議員を歴任している村政の重ちんの一人＠また明治 30年

設立の鷹栖銀行発起人の一人＠東京ドイツ学校の出身者。

5. 小倉金右エ門

村会議員（明治 3 4 年 4 月 3 0 日～ 4 0 年 4 月 2 9 目、明治 4 0 年 4 月 3 0 日～失正2年 4 月29

臼、大正 6年 4月 3 0 El～伏正 1 0年 4 月 2 9 日）鷹栖銀行発起人の一人．

6. 田中次平

村会議員（明治 2 2年 5 月 2 日～2 8 年5 月 1 臼、明治 2 8 年 4月 3 0 El～ 34年 4 月 3 0 日）

鷹栖銀行発起人の一人．

両者はともに不動島村に属し、不動島村は明治2 2年の村制民施の時に鷹栖村に合併された。そ

れゆえ‘両者の明治8年の土地所有規模は不明。しかし、明治 2 4.年度の村会議決書によれば、田

中次平は戸数割各自負担額の 5等級に、小倉金右エ門は 5等級に所属している点からみて、両者は

’よ位土地所有者でおったととがわかる．中明宗平氏からの間取りによれば、両者と込、明治 2 0年

代に鉱山〈医王山〉に手を出して失敗し、小倉の土地（ 1 0 0 石〉は佐藤助カ却へ、田中の土地〈

1 0 0 石〉は半減したが、それ以後、農地改革まで 4～5町歩の規模を持続する．

．以上、大矢四郎兵衛をはじめ、鷹栖村の大地主（ 1 0 0 石以上〉たちは、吉田七次郎の場合を唯

一の例外として、年とんど械業以外の事業 f鉄道、銀行、蚕糸業、鉱山）や糊場に手を出して、

失敗している．しかも、その時期は、いずれも明治 2 0 年代と 3 0年代、つまり、日清戦争前後の
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時期である。

なお、 ζのような大地主の没落と対照的なものとじてみられるのは、 2～5町、 4～5町の土地

所有者たもの上昇である．とれらの上昇の時期は、資料的には、明治8年と明治 32年がわかるだ

けで、その簡は不明であるから‘はたして何年どろであったかは明確ではないが、上述のどと〈、

松方デァνの 10年代に、一方での自作費の没落に対応しての、乙れら土地所有者の土地集積であ

るラと考えられる．以下、上昇した者をみよう．

吉田七次郎、池田甚右エ門、樋掛愛次郎、痕師孫太郎、砂田巻蔵、渡辺栄次郎、四谷銭平、小倉

政五郎らである．とのうち、吉田、池田、躍師、砂田、田谷、小倉は、いずれも鷹栖銀行の発起人

である．

ζれらの人たちは、明治8年～32 年の間に上昇過程をたどり、それ以後も‘大体明治末期まで、

伸び率は劣っているが、上昇過程を持脱する。 ζれら上昇した者のうち、吉田七次郎は、勤勉であ

り、米貸、高利貸や不在地主の香代もやって、着実に土地所有をのばしていった者であり、それ以

後‘農地改革まで最大の地主の一人である。村会議員、村長を歴任。

癖師孫太郎は、貸鍋、醤油醸造業をやっており、村会議決警の営業税の項によれば、明治 2 3年

-80銭、明治 2 8 年一 7 0銭、また明治 3 2 年一 7 0銭の営業税を支払っているζ とから、 ζれ

らの営業による所得によって土地所有を拡犬したのであろう．なお、彼は上述のどと〈、鷹栖銀行

の発起人の一人であり、明治 3 1 年 4 月 30 日から、大正 6年 4 月 3 0 日まで、連続4 耕す会議員

をつとめている．また明治 3 9 ＆手に初代の産業組合長をやっている。明治8年一一2 5. 8 5 石、明

治3z，年－6 4.5 12民

砂飼養蔵は、大エをやっており、明治2 5年度には、大工として 30銭の税金を支払っている．

彼も鷹栖銀行の発起人の一人。明治8年一－ 3 0. 1 4 石、明治 32年一一 5 2 反a

渡辺栄次郎は、肥物、米商を営み、営業税として、明治 2 3年－ 1 円、明治 2 9 年一 t円という、

最高ク歩スの額を支払っている．彼は、明治 2 8 ＆手 t t 月 308に補欠選挙で村会議員に当選，して

いる．明治8年一一5 0 石、明治32年一一－6 9 反．

とのようにv上昇した者の多〈は、勤勉で、小鏡模な製造業ゃ商業、または高利貸などで産をな

し、それで土地所有を拡大した者たちである、なお彼らは、純然たる地主ではな〈、農業において

も、 2～5町規模の手作りであれとの農業の他に、小規模な．家族労働を中心とする製造業や商

業を営んでいた者たちであり、いわゆる、 f下から」の生産者出身の者たちといえよう．

それに反して没落したのは．鷹栖村の代謝抜大地主たちであり、野心的な大事業”を鉄道3 ギや
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小事業 f蚕糸業）や投機的な思惑（鉱山、米相場）に手を出して失敗している。

とのように、明治 2 ' 3 0 年代は、大地主たちが、他産業に積樹加と乗り出して‘失敗はするが、

活気にみちた時期であるといえる。 ζの時期に、明治 30年、鷹栖銀行が、村内有力者たち（その

大部分は地主層）によって設立され、 3 7年には農業組合も発足している。 〈ただし、との方は、

あまり活ばつな活動はしていない。〕また~ 2 7 年には、村内にこっのねん糸工場ができ、現在に

およんでいる。経営者は、 l旭十兵衛と宮田七三郎 t'r県統計書J 明治 4 1 年）であり、いずれも、

雇用労働者数は、 1 0人前後の小規模なマニユフアクチヤ工場である。このうち、宮田七三郎は、

明治8年の土地所有規模は 6 1 石 2斗？升であれ旭助次郎は 35 石 5斗 6 升である＠ f旭十兵衛

の名ではでていない）すなわち、宮田も旭も、中西占長太郎（明治 8年一 1 3 0 石〉ほどは大きな地

主ではないが、いずれも、手作りを中心とする小地主であったと考えられる。

ζの旭、宮国のねん糸工場、中西の蚕糸業とも関連する乙とであるが、明治 2 a 年には、大矢四

郎兵衛が、養蚕業を推進するために、私財を投じて桑苗一万株を購λして、村民に無償分与したと

とが知られているし川また、小作人の指導者として著名な萩原正清（後述〉も、農業の副業として

養蚕を経営して、人々にも勧めたととが、「村史J にでている。さらに、大矢が推進者となって、

2 a 年どろに、出町一津沢問、青島一躍栖一石動聞の道路の改修がすすみ、なによりも、中越鉄道

（城端ー福光一福野ー出町一戸出一高岡ー伏木）が、大矢の生援の大事業として、明治 2 6 年に発

起人会をもち、 3 1 年 1 月には、城端一高岡聞が開通し、 3 3＆手には高岡ー伏ポ笥が開通している＠

とのように、明治 2 a年代、 3 a 年代は、鷹栖肘にとっては、大小の地主たちが積極的tこ他産業に

手を出し、工場ができ、銀行が設立され、道路は改修され、また米相場や鉱山にかけをするζ とが

盛んな、活気にみちた時期であった。活気にみちたといえば、たんに鷹栖村のみならず、嘱波地方

全体としても、明治 3 a 年前後に、井波、城端、福野、出町、福岡の各町村に、地訪銀行が続出し、

また、井波、城端、福光、福野などにおいて、生糸、絹織物、麻識物、綿織物の中、小のマニユア

アクチ~工場が引続いて発生するのであって、一つの産業革命の時期であったといえる。ただ、と

の璃波地方において、鷹栖村をして、特に強烈に印象づける．のは、との時期に、鷹栖村の代表的人

物である、最大の地主方矢四郎兵衛の活動が、絶頂期にあったととと、また一方、小作人の指導者

としての荻原正清の活ばつな活動のあったζとによってである。明治 3 1 年に、一地主樋掛愛次郎

が、自分の所有地を小作人から取り上げようとしたととに端を発して、一大小作争議がもち上り、

小作側は萩原正清の指導によって勝利をおさめ、ととに、永1j、作権が最終的に確立するのであって、

小作人の生活の安定の基礎が確立するのもとの時期である。一方、 ζの活気にみちた時期において、

貧国化がすすみ、北海道への移住が多〈記録されているQ
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政界においては、大矢四郎兵衛が、はじめて県会議員に当選するのが、明治 2 1 年 (3 1 才）で

あり、明治 28年には県会議長に当選し‘明治 3 1 年には衆議院議員に当選し、以後明治 3 6 年ま

で、連続4回衆議院議員に当選する。しかし、大矢が中越鉄道敷設のために私財を投げ打つのが明

治 3. 3年であり、 ζの時期までiJ九大矢の活動の絶頂であったとみられ主それは、衆議院議員とじ

て、当選 4 回のうち、はじめの 2回（第1 回目、明治3 1年 5月 1 5 日、第 2回目、明治 3 1 年8

月 1 0 日〉が‘ ζの絶頂期のうちに入るかけである。後の2回は、すでに中越鉄道で私財をうしな

ってしまった後のζ とであり、一彼の没落過程における政界活動といえる．第4 回目の当選をみたが、

明治 3 6年 9 J:lの開院式における、河野広中議長の室長答文事件による解散によって、～大矢の政界活

動は幕を閉じるわけである。とのように、明治 36 年をもって、大矢の政界活動は終るが、 ζの大

矢の集会、国会での活曜にJ;＇匂て、当時の鷹踊村は、会璃波の代表的な地位を占めていたといえる。

また大矢らの誘致運動によっセギ曙波中学が鷹栖村に設置されるのは明治 4 2 年と、ややお〈れ

るが、乙れは 30年代の活気にみちた鷹栖村の隆盛期の磁産物であったといえる。

大矢が、政界から引退した明治 3 6年以後、県会議員としては、大正 4年に四谷与ーがただー留

さり当選するのみであり、昭和 6 年に吉田六左（七次郎の子）が立候補するが、落選している．す

なわち、鷹栖村のスケールをとえて、全集的tこ活躍する人材はみられな〈なっているのである。た

夜、小作人の指導者萩原正清が、全県的な活動を一貫してつづけている．しかし乙れは、いわば「

大矢ー萩原J時代の延長として考え得るものである。

第2期（明治末期～大正中期〕

との時期において没落した地主は以下のとおり。 （第 1 表参照〕

1. 寺島六兵衛〈為次郎は長男）

村会議員（明治 2 8年 5月 2 臼の補欠選挙で当選）

土地所有規模

明治 3 2年6 月 1 日一一 8 4 反 2 0 2

明治 4 2年4 jJ 1 日一－ 6 7 反 2 1 4

大正5年6 月 1 5 日ー一－－1 9 反 8 1 1

昭和s今季 5舟 t !;l:--'-1 5 反 5 0 8

明治末期から大正初期にかけて、土地所有規模は急激に減少しているa とれは一つには、長男の

為次郎と次男の説明に土地を二つに分けたととも関係しているが、 （大正 2年に説明、分家ー「村

史」）また→つには費用倒れで土地を縮少している。
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2. 多国茂三郎（正次は長男）

茂三郎、村会議員〈明治 25 年 4 月 3 0 13～明治 3 1年 4 月 2 9 目、明治 3 1 年4月 5 0 日～37

年 4 月 2 9 日）鷹栖銀行の発起人の一人．正次、村会議員（明治 4 3年 4 月 3 0 日～大正 2年4月

2 9 白、大正4年 4 月 30 日～ 1 0 年4 月 2 9 日）
むらさもいり

多国家は、村肝煎をしていた名門．土地所有規模も、文化 5年（ 1, 8 0 8 年】には、 1 4 1石 5

斗で、当時としては、大矢四郎兵衛の家に次〈＼第二番目の大地主であった．それが、明治8年一

4 7 石、明治 3 2年－ 67 反、明治 4 2年－ 47 反となり、明治末期の 4 3＆：手には、 1 7 反と、急

速に没落している。息子の正次の代になって、大正 7年に名古屋へ移住してhる＠多国正次は浪費

家であり、また骨とう品鑑定に卓越した限をもっていたといわれる。 （「村史J 1 7 8 頁）

5‘ 渡辺栄次郎（栄五郎は長男）

栄次郎、村会議員〈明治 28 年 1 1 月 3 0 日補欠選挙で当選）

栄次郎については、前の時期のととろで述べたどと〈、肥物、米商を営み、明治 2 3年～ 2 9 年

には、営業税支払においては、上位にあり、明治 3 2年頃までf士、わずかに土地所有規模を拡大し

ているが、大正末に没落。原因は、米相場をやっているが、それで特別大きな損をしたというこ．と

はない。 〈中明氏の主張）結局は、愛用倒れ。それと、中越鉄道開通後、肥物商自体が衰退してい

〈が、それとも関連があろう。

明治 3 2年 6 月 1 日一一－ 6 9 反 1 0 1

明治 4 3年 7 月 1 日一－ 6 3反 4 00

大正 1 3年 1 0 月 1 日一一5 4 反 4 1 3

大正 1 4 年 1 1 月 1 日一一－ 2 0 反 7 1 3

4. 樋掛愛次郎（範忠は長男〉

樋掛愛次郎は、明治 3 1 年に、自己の所有地の小作人 3 0 余人の小作地取上げを通告して、それ

が発端となって、荻原正清を指導者とする小作組合〈明治2 7年結成｝と対立し、一大争議となり、

結局、小作地取り上げは取り止められた．

土地所有規模の推移は、次のとおり．

明治 32年 6 月 1 日一－ 6 6 反 9 2 8 

明治 39 年 1 o JJ 1 B－一明 8 9 反 1 1 'I 

明治 4 4 年 7 月 1 日一一一 8 3反 6 2 4 
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長男範忠は、大正 5年、金沢へ移住a

5. 原田与吉

村会議員（明治 2 4 年 5 月 1 0 日～2 5 年 4 月 2 9 目、明治 2 5年 4 月 3 0 日～ 3 1 年 4 月 2 9 

日 1 鷹栖銀行の発起人の一人。

土地所有規模の推移

明治4 3年 7 月 1 日一一 4 1 反 3 1 7

大正 2年 1 1 月 t 日一一－ 1 0 反 4 2 5

大正 5年 5月 t 日一一一 5反 0 2 8

ζのように大正初期に、没落している＠乙れは、鷹栖村の人で、舞鶴において請負事業をしてい

た人に、出資して失敗したととによる。 （中明氏よりの間取り）

6. 村中五郎平（常治一一一棺続者）

村中家は、文化 5年（ 1, 8 D 8 年）当時には、大矢、多田の両家につく＼村内第三の大地主で、

1 3 1 石 6 5 の石持であった。それがしだいに土地所有規模を縮少して、大正末には、 2 5 反11 2

にまでなる。

明治末期からの土地所有規模の推移

明治 4 5 年 5 月 1 日一一42 反 5 D 1

大正 5年 2月 t 日一一4 2 反 4 2 1

大正 5年 4 月 1 5 日一一－－ 5 D 反 8 1 2

大正 1 4年 5 月 1 日一一 2 5 反 t 1 2

以上、寺島、多国、樋掛、原因、渡辺、村中の 6人の地主の没落は、渡辺、村中の 2人以外は、

いずれも大正初期においてであった．乙の大正初期は、地主層没落の第 2期であったといえる。と

れら没落地主の没落の理由は、明治 2 , 3 0 年代の場合のように、積極的に他産業に手を備して失

敗したというのではな〈、その大部分は、費用伊jれや、浪貨によってである。その点、明治 2 , 30

年代の場合と、大いに異なる。

第五期〈大正末期～農地改革時）

大正末期以降には、農地改革までの 2 D 年間という比較的長い裁関において、没落した地主はほ
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とんどいない。逆に、との時期において、盛んた土地集積によって、大地主化した顕著な例としてゐ

林良吉と砂回清三の二人がいる＠との両者は、いずれも医者であり、村長もやっている。 （砂田清

三は、村会議員を何回もやっているが、林良吉はやっていない．）

とのこ人の土地集積過程をみて特徴的なのは、林良吉の場合は、大正中期以降、ほほ同じペース

で着実に土地集積をすすめているのにたいして‘砂田良三は、大正末から昭和 6年Kかけて集積

している点である．

林良音大正中期一一－ 5 0 反 5

大正末期一一一 7 1 反 7 0 1 

昭和 4年一一ー 9 4 反 1 1, 4 

昭和 1 2年一一1 5 6 反 7 0 7 

農地改革時一－1 7 5反 4 4 7

砂田清三大正末期一一－ 4 8 反 7 0 7

昭和 6 年一一－· 1 1 9 反 4 1 2 

農地改革時一－1 2 4 反 1 1 7

とれは中明宗平氏によれば、林良吉は、堅実一本の医者であり、つねに患者がたえない有様であ

ったのにたいして、砂田清三は、事業家肌で、山に手をだして、当。て大もうけをしたととがある

とのととで、それとも関連している乙とであろう。

次に、大正末から昭和初めにかけての自作農厳殿の動きであるが、との時期に所有規模を縮少し

ているのは‘島国寿吉郎と、最大の不在地主である佐藤助九郎である。

島田寿吉郎大正 ？年 7 月 1 5 日一一 2 2 9 反 5 0 

昭和 6年 4}} 1 B-1  8 8 反 5 1 5

佐藤助九郎大正 1 0 年 7 月 1 5 日一一一 2 8 0 反 8 0 

昭和・2年 7月 1 日一一 2 5 0反8 0 2

昭和 6年 4}} 1 B -2  5 2 反 7 0 

最後に、日支識争のはじまった昭和 1 2&Fから農地改革までの時期には、大多数の地主たもの土

地所有規模は変化していないが、例外的に所有規模を縮少したのは、島田寿吉郎である。

昭和 1 2年一一1 7 6 反 5 1 8 

農地改革時一一ー1 3 0 反 6 1 9 
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島田の場合は、地主一本であり、他の収入はなかったので、戦時下の二重米錨告ljの影響が強かっ

たのであろう。

逆に、乙の時期に規模を拡大したのは、上述の林良吉の他には、小倉政太郎と宮本宇太郎がある。

（第 t表参照）

なお、佐藤助九郎について一書すれば、佐藤は、明治 3 2年 6 月 t 自には、。反 6 1 3 の所有だ

ったのが、小倉金右ヱ門と大矢四郎兵衛の土地を手に入れたととなどにより、すでに明治 3 3年12

月 1 日には、 1 5 3 反 5 の大地主となっている＠それ以後、ずっと最大の地主の地位を持続するの

である。鷹栖村の不在地主については、との佐藤助九郎の場合を唯一の例外として、その他には‘

大規模な不在地主はいない．との点が、大島村の場合との大きな相違点のーつである。

佐藤助九郎は、顕波郡柳瀬村の地主であり、語負業者として、巨大な富をきずいた人である。大

矢四郎兵衛が中越鉄道で失敗した時、その土地の大きな部分を乎に入れるのであるが、佐藤は中越

鉄道の敷設事業に一切関係していないa 後述するどとし当時の璃波の代表的な大地主は、網羅的

に発起人として参加しているにもかかわらず、彼は参加していない。

佐藤家が、請負業以外の他の事業に関与するようになるのは、二代自助九郎からである。一代自

助九郎〈明治 3 7 年没、 5 8 才）は、誇負業一本で巨大な富をさずくのであり、佐藤家は、明治33

年以降、大正、昭和をつうじての富山県最大の多額納税者の一人であるの

一代目助九郎の著名な請負工事は次の通り。

明治 5年 金沢 7聯隊工事

明治 6 年 手取川筋堤防工事

明治 1'0 年 西南戦争の工事隊長

明治 1 5 年 九頭竜川治水工事

明治 1 8 年 東海道、沼律一富士川問、鉄道Z草

明治 2 2 年 金沢第 4高等学校建築工事

明治 2 5 年 常願寺川大改修工事

明治 3 7 年 掌命で、朝鮮馬山浦鶴工事

二代自助九凶〈昭和＆年没、 6 2 才）は、富山県農工銀行、高岡共立銀行、立山酒造、富山電気

軌道、富山鉄道、富山県織物模範工場、第一ラミー紡績、立山製紙、東洋絹織物、神通）i l電気、高

開銀行、中越電気、高岡電灯、北陸送電などに関係している。

明治 4 4 年 6 月 1 0 臼、貴族院議員に当選。

-49 ー



大正 1 3年の貸付地規模は、 1 3 9 町で、呉西では第 7位の巨大地主である。

2項大島地区

第2-2表

大島村地主制の推移（1)

昭和＇ 6 年 昭和 11 ～ 13年 昭和 1 虫 2 o&f; 

反 反 反
津田長三郎 171.305 1 0 4.31 3 110.014 

津図泰吾 7c{-U s 1] 77.225 8 2.5 2 6 

島崎ニ作 137.022 97.309 9 4.5 2 ヰ

島崎佐一
4 0.6 1 0 

38.626 27.510 (8.10.20) 

萩行岩次郎 1 1 0.6 1 7 9 4.9 25 9 8.2 0 8 

金村甚六 87.514 6 6.250 84.902 

安元作右エ門 7 4.4 24 6 4.32 0 7 3.7 12 

佐々木仁右エ門 間 g) I 7 2.3 1 7 7 4.8 26 

揺国嘉｛乍 7 0.0 18 58.923 6 2.11 3 

林 治郎兵衛 67.115 6 2.322 67.116 

宮腰喜一郎 6 6.20 6 5 6.4 14 6 5.0 0 4 

吉田太平 5 8.0 2 2 5 6.8 2 0 5 5.9 0 5 

仲西恒太郎 5 5.415 5 2.2 29 50.119 

佐々木四郎 59.959 59.015 59.618 

遠藤安太郎 5 4.7 2 5 5 0.7 2 2 54]25 

道古勘右エ門 5 0.7 0 0 4 8.6 0 1 5 0.2 2 2 

佐々木甚七 47.704 4 2.614 4 5.5 2 7 

矢野伝兵衛 46.803 32.9 08 33.902 

津田留次郎 43.610 4 3.21 3 4 4.12 2 

松長新四郎 36.5 0 0 35.828 36.108 

吉田元吉 39.514 34.321 36.901 

西国弥八郎 2 6.7 26 29.218 27.510 
,-, 

新井政次郎 21.102 4 0.9 6 1 21.102 
a盆

松長謙二 17.324 1 6.2 0 3 17.429 

亀谷栄一 49 .. 923 

（註） 大島村、地租名寄帳より作成
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大島村における上位土地所有者の推移をしめすのは、第 2表（村内地主）、第 5表（不在地主〉

である。

まず、大島村の没落地主について。 （仲西助役よりの間取りによる）

1Nll養三郎

明治 2 2年 8 月 1 8～明治 36 年8 月 2 4 日、 1,2,3,4,5 期の連続村長。その他に村会

議員。県会議員には一回当選（明治 2 8 年 1 月～ 2 9 年6 月〉

土地所有規摸は 2 0 0 石で、政治活動で土地のほとんど全部を失ヲた．改進党員。

なお、明治 2 1 年調査の射水郡役所による、「所得金高下調書』出によれば、当時のイ、Jll善三郎

の年所得額は、 3 0 0 円で、その内訳は俸給 1 1 0 円、土地収入 1 9 0 円である．地租は 1 3 5 円

を支払ヲている。との地租から土地面積を換算すれば次のとおり。

__ ，~ 地租総額
回積＝一一一一一

'17<一氏収×石当米価× 1DX0.025

当時の高同周辺の反収は 1 石 5~い~1 石 6 斗。石当米価は大島村で 2円 7. 6 2 （「大島村史JP

3 9 .9 ）。したがって

地租総額
土地面積二

1. 5 石／反X2.762円／石× 1DX0.025

とれで制II 普己時の土地面積を計算すれば 1 3 5 円／ 1.039 円／反＝ 1 2. 1 町となる。 （との

土地面積の計算にフいては、本調査の共同研究者の一入、北陸農試の斉藤英策氏の教示をえた）

（出j 明治 2 1 年度の身す水郡役所調査の「所得金高下調書J は、高岡市横田、在住の郷土史家、飛見

丈繁氏折蔵の資料である。乙の貴重な資料を、借用できたととを飛見氏に深〈感謝するものであ

る＠

中谷吉三郎

村会議員〈明治 2 2年 5 月から 2期連続当選）、郡会議員、大正 1 2 年 5月 5 ・1 日に、郡制は廃

止されたが、乙の当時に郡会議員をしていた。

土地所有規模は 2 0 0 石といわれたが、政治で土地を失ってしまった．

堀田安太郎

村長〈第 6 期、明治 3 7 年8 月 2 5 日～ 4 0 年 5 月 1 8 日、第8 期‘明治 4 4 年6 月 1 9 日～
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大正4 年 6 月 1 4 日）、改進党員。

土地所有規模は 3 0 0 石といわれたが、やはり政治で土地を失う。大正 1 0 年頃。

西国弥八郎

村会議員（明治 4 3年 5月）、助役（昭和五年9 月 2 2 日～7年？月 2 1 町、郡会議員（時期

不詳｝

土地所有規模は 1 0 0 石であったが、政治で財産をつぶしで没落。

以上、大島村では、間取り調査によれば、没落した地主のほとんど全部は‘政治で失敗したととに

よるのであって、事業に手を出して失敗したものはいない。この点で、鷹栖村と決定的に異ってい

る。また米相場で失敗した地主もいない。佐々 7畑郎は米相場を好んでやヲたが、むしろもうけた

方である。中小地主（ 5 0 ~ 6 0 :fj）で、米相場で失敗したのは、北野音憾の橋本、小倉の両氏。

大島村では、とのように、農主主以外の他産業に手を出した地主は、昭和 1 c 年どろまでは、ほと

んどなかヲたが、 n長ーの例外といえるのは、新井政次郎の場合である。新井は地主といえるほどの

土地所有はなか口たが、卒業家としては成功している窃伎は、大皮革業者であった。シベリアから

生皮を輸入して、大門駅前の！日国道筋に皮革工場を経営して、なめし皮を関西方面、また海外輸出

もしていた。彼は大正 1 4 年調査の県多額納税者に名を迷らねている。 ( 1 0 0 名中の 8 5 位）大

島村民で、多額納税者に名をο らねたのは、 ζの新井の場合が唯一の例である。なお、彼が、皮革

業を経営したのには、特殊な事情があれこの特殊事情により、農業以外の他産業に手を出したと

いうととである。乙のζ とからしても、大島村の場合、地主や農民の、他産業との関連がいかに稀

薄であるかが逆に強〈印象づけられるのである。ドC荒薬売子については、後述）

ζ のように、大島村の地主層は‘他産業との関連は稀薄で、もつばら、地代収入にのみ頼ってい

たといえる＠ ζのととと関連して、大島村の地主l由主、政治に手を出して失敗した者以外は、明治

以来、安定した地位を保っていたし、土地所有規模にも顕著な変化はみられず、停滞的であったと

いえる。その点、鷹栖村の地主制の変遷と比較しての特徴である。 〈第2表参照）

第 2-3表 太島村地主制の推移正問

不在地主
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J
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昭和 6 年 l 昭和 t t ～何年 l 昭和 1 9. 2 0 年｜ 住

大橋八郎

松長繁次

篠田 清

河合久一

鈴木外雄

金田居丈

鈴木長造

穏国安太郎

野村太三次郎

木倉虎松 i

本林均｜

佐渡亮造！

赤壁亀次郎｜

呉羽結績臨 i

北陸，銀行！
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52.9001 高岡市塩倉切T3 8

42.5231 大門町大門新3 1

42.1201 高岡市守山，1 6 

41.5101 高岡市定塚田r 12 4 1 

40.718 二口村南中村

36.0271 作道村殿村8 1 1 

3 2. 1 2 o I小杉町戸破 4 2 3 0 

3. o o 6 I 小杉町小杉三ケ 3 3 7 5 

(16.7.1)1 
74.0521 

(13.4.1) I 
136.427」

同大島村地租名寄帳より作成

大正初め頃から、没落する自作農の土地が、不在地主へ集積されたが、その頃の不在地主の大き

なものとして、高岡市御原町の金物商、境崎氏、高岡市横田の毛皮商‘木下氏等のあったととが、

縄取りでしめされているa

大島村の不在地主

第 5表をみて、主主呂されるのは、鷹栖村の場合に比較して、不在地主の数が多いとと、またその

土地所有規僕が、鷹栖村の佐藤助九郎のようなずばぬけた大地主はいないとしても、村内地主に匹

敵するような散と規模の不在地主の存在するととである。大島村の農民にとっては、いわば、村内

地主と不在地主は、ほほ匹敵するような数と力で、彼等を支配し収奪する存在とじであったといえ

る。

以下、個別的に主だった不在地主を検討しよう。

谷道五郎二（射水郡野村三女子 2 4 2) 

野村三女子は、高岡市の JJi郊であれ谷道はそとの地主であり、息子は高岡市の市会議員をやっ
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たことがある。なお、谷道の大島村での土地所有規模が、昭和る年で 1 4 4 反 P 1 7 というのは、

村内地主の所有規模と比較しても、昭和 6起で第一位の洋団長三郎の 1 7 1 反 3 0 5 に劣るが、第

二位の島崎二作の 1 3 7 反を上掘る規模である。

大橋八郎（高岡市木町 1 8 5) 

大橋八郎は、高岡市の名門、大橋十右ヱ門（高岡市の代表的政治家の一入、改進党）の一門の人

であろう。 4見電々公羽総裁の家。なお、大橋十右エ門の明治 2 1 年度の所得下調から計算すれば、

土地所有規模は、当時で、 5 4.5 町歩の大地主である。

松長繁次 C射水郡小杉町三ヶ 2' 2 9) 

小杉町の旧家で、江戸時代最大の地主の一人で、 Z～ 3 0 0 石の石持といわれた。

「小杉町史J には、「小杉小区の戸長海内呆は、同志と啓蒙結社として相益社を設立し、機関紙

相益干五炎を不定期干＇IJJ として出版したとあるが、 ζの同志の中に松長太作の名がみえる。 〈相益社

の設立は明治 1 0年で、当時としては、最も早い時期のもの。「小杉町史 J 8 頁）松長太作の父均

斉は、文化 1 3勾？月 t 日小杉に生れ、射水郡山廻り役、代官御用、開成封切と相見人等の話役を

拝命し、嘉永 5年 5 月没、 3 5 才。 （「ノト杉町史J ) 

なお、松永太作の土地所有汲誌は、明治 2 1 年度の所得下調の地租 8 0 8 円から計算すれば、 78
/ 

町という大地主であり、また明治五五年設立された小杉銀行の取締役の一人である。 ( f小杉銀行

沿主主誌J ) 

また松長茂は小杉町長〔大正 1 2 年 1 1 月 1 8 日～失正 1 3 年 1 0 月 1 0 日）をやっている。

篠田 清（大門町大「守新）

大門郵便局長、大門町長（昭和 3 • 4 年どろ｝

河合久二 f大門町大門新）

地主で、戦後の農地改革で没落。明治 1 2年 4 月～明治 1 5 年 5 月の県会議員として河合嘉平（

大門新）の名が「富山県政史J にでているが、乙の河合久ことの関係は不明． 〈河合久二は河合嘉

平の一門か？｝

鈴木長造〈父｝、外雄〈養子） 〈大門町大門新｝

いずれも地主。

金田眉丈（高岡市海倉町 3 8) 

大正 1 3年の 5 0 町歩以上貸付地主のうち、呉西最大の地主で、 1 7 5 町歩の貸付耕地の所有者。

また大正 1 4 年調査の県内多額納税者 1 0 0 名中の 2 6 位。また昭和 7 年の燥内多額納税者 1 0 0 

名中の 3 0 位。金田はこのように、大正 1 3年の時点では、呉西最大の地主であり、また太物商を
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営み、明治 3 1 年創設の神沢銀行（出町）の取締役の一人。 ( r神沢銀行沿草史主主なお』金田居

丈は明治 2 1 年度の「所得下調J では、地租 7 6 円とあり．とれば、前述の方法で計算すれば、 Z

ｷｷ3 4町であるQ.したがって、金困は、明治 2 1 年度の 7. 3 4町から、大正 1 3年の 1 7 5 町と、そ

b聞に巨大な土地集積をしていAるととがわかる．

、野村三太郎（高岡市定塚町 1 2 4 1) 

野村は昭和 7 年の県内多額納税者 1 0 0 名のうち第 5 1 位であった．

木倉虎松｛射水郡ニロ村南中村）、地主
佐渡亮造（，j、杉町戸破42.30)

明治 2 1 年度の射水郡役所による「所得下調J によれば、佐渡美成の地租は 1 7 0 円であり、 ζ

れは~ 1 6. 4 町歩にあたる．また佐渡美成は明治 3 1 年創立の小杉銀行の取締役の一人で、その点、

松長太作と同様である．また明治 2 7 年4 月 t 日より 4期連続町長。

本林均（作道村殿村 8 1 1) 

本林篤は、明治 2 1 年度には、地租 5 1 2円で、とれは 4 呪 4町歩にあたる。第 2回衆議院議員

選挙（明治 2 5 年 2 月 1 5 日｝に故盤党から立候補して落選している。 （との選挙は、品川弥二郎

内相の下での有名な干渉選挙であち、富山県でも野党側の候補は軒なみに落選している．｝本林均

は、大正 1 3年の 5 0 町立像以上の貸付地をもっ地主のうちで、 5 1 町歩の貸付耕地をもっていた．

赤壁亀次郎 ω＃町三ケ 3 3 7 5)

地主で、その他に槌抽醸造．息子の代に没落．赤盛徳乎は、明治 2 1 年度の「所得下調Jでは、

地租 1 2 3 円を支払い、 ζれほ＂1 1. 9 町の土地所有にあたるa また明治 3 1 年創立の小杉銀行の取

締役の一人であり、明治 4 1 年 8 月 2 7 日～4 4 年 5月 1 5 日の町長であった．

とうして、昭和 6年以来の大島村の不在地主のうち‘大半は、高岡市または高岡市近郊の地主で

ある乙とがわかる。また、間取りによれば、大正初めどろの不在地主の大きな者として、高岡市の

金物商、塩崎利平と、毛皮商木下氏とがあったととがいわれている．乙れら高岡およびその近郊の

地主のほかに、顕著なものとしては、，j－.；杉町の地主があるQ ,j憎町の訟長、佐渡、赤壁の三人は、

いずれも 1 0町歩以上の地主であり、と〈に松永は 78町歩の大地主であるが、三人とも、明治31

年創立のイ噌銀行の取締役であるのは特徴的である．つまり、 ζの三人は、小杉町を代表するよう

な有力者であり．彼らはともに、大島村の不在地主としlて、力也ふるっていたという ζとである．

ζ うして、大島村には、村内地主にほぼ匹敵するほどの数と土地所有規模の不在地主があったが、

その大半は、高間およびその近郊の地主と、一方、小杉の代表的地主たちであり‘とれらの不在地
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主たちによって、大島村の多〈の農民は支配され、収奪されていたのである．

また、大島村の不在地主として、いま一つの特徴点は、以上のような個々人の不在地主の他に、

法人の地主として、概日－1 -CJ 年以降、二呉羽紡績と北陸銀行があったととでおる＠戦時体制下に入っ

て以来、大島村の場合は、鷹栖村と呉って、外部から既存の大企業が進出して〈るのであるが、そ

れとの関速において、それら大企業が、大島村の大地主としての地位をもっ乙とになったのである。

次に、大島村の農民にとって、重要な位置を占める売薬についてのべよう．

小島部落の売薬として成功した仲西与三次郎および村の助役からの間取りによれば、売薬は明治

からはじまり、大正、昭和時代にかけて盛んになり‘最盛時 f昭和 1 0 年代）には、大島村から 1

0 0 人あまりの人が、農閑婦を利用して売薬に出ていた．弱者Eでは〈昭和 3 0年代） 8 0 人程度。

売薬で震をたしたのは、吉田太平、仲閉与三次郎、西多友、柏崎新太郎、 I高井仁平、石黒三郎、

山崎和夫、吉田太八らである．とれら売薬で産をなした人たちをも含めて、大島村では、売薬の元

締になって、自巴の配下に多〈の売子をもっていた者はな〈、大きな売薬の場合でも、せいぜい 2

～5人の売子とともに、自分も売薬に出がける自家営業程度の規模にすぎなかった．たとえば、西

多友は、親子の他に 2～ 5人の売子と、またイ中西与三次郎は親予の他に t～2人の売子と、者崎、

山崎のいずれも、 2～ 5人の売子とともに売薬に出る程度であった。最盛時には、 1 0 0 人以上も

でた大島村の売薬たちの薬の仕入をする元締たちは、小杉と高岡にいた．農民の農閑期における、

ほとんど唯一、最大の副業である売薬で行商に出た人の約半叡は、小杉にあった法人組織厚生j鼠天

堂（明治 1 6 ＆手創立｝の売子となり、 2～5割は、高岡の大売薬業者、菅野伝右エ門ゃ、それより

も小規模のものとしての岡本清右ヱ門の克子と危り、残りの 2割く・らいの者たちは、富山の広貫堂

の売子となっていたのである＠

仲西与三次郎氏の言によれば、大島村の小島部落だけでも‘高岡の菅野伝右エ門の売子位なって

いたのは 1 6 人ぐらいあった．菅野へは、権利金を 7 0円Ati..売上金の Y～8分を支払っていた．

ζの 7～8 分の支払というのは、当時の一般の水準が 1割前後であったから、若手低回であったと

いう。乙の 7～8 分の支払にたいして‘菅野からは、売薬のための行李、ふろしも着物等は支給

された。

ζ うして、大島村の最大の副業である売薬においても、不在地主の場合と伺様に、小杉町と高岡

市の売薬の元締によって、掌掻され、支配されていたの宅t!i> る。

ことで高筒の代表的な夫商人、大地主である、菅野伝右エ門の経歴にふれてお乙う。

菅野伝右エ門僚政 6 年 5 月 1 3 日～駒治 3 0 年 1 0月 1 .o B) 

-56 ー



明治 2 3年調査多額納税者 1 5 名中 4位。納税額、 1 2 8 6 円 7 5銭

明治 3 0 年、 1 5 名中 2位、 2• .-1 7 3 円 8 5銭？厘

明治 3 3年、 1 5 名中 5位、 2. 9 7 5 円 8 8 銭 5厘

明治 3 6 年、 39 年には 1 5 名中に入っていない。高岡紡績の失敗による。

明治 4 4年、 1 5名中 5位、広 6 2 0 円 8 4 銭 51室

大正 5年、 1 5名中 8位

大正 7 年、 15名叩 1 3位、 3, 7 4 2 円 3 0銭

大正 1 4 年、 1 0 0 名中 1 5 位、 4.8 1 4 円 9 6 銭

昭和 7 年、 1 0 0 名中 2 0 位、 1，’6 8 4 円 8 7 銭

なお、菅野は明治 1 8 年どろ、北一合名会社（綿会社）の中心であった。また高岡紡績電灯会社

の社長（明治 2 7 年） D 明治 2 9 年7 月 2 1 目、庄川大洪水により、千保J!I漉溢、工場浸水、機械

水びたしとなる。乙の水害と日清戦争後の経済恐慌による製品の滞貨で、明治 3 7 年 1 月株主総会

で解散．負債の全部を菅野、荒井荘歳、室崎間平、古野治平の 4名で引受けた。

明治 2 6 年？月 2 6 日、 I話岡商品取引所会員. 2 9 年 6 月 1 2 白、高岡商莱会議所第一回会頭に

就任、爾来 3 3 年 1 1 月まで、明治 2 9 年 9 月 8 日～ 3 0 年 1 0 月 1 6 日、来会議員。

こうして、大島村の地主または農民で、他霊堂菜にのりだした者は、特妹事情による例外 f新井政

次郎の皮革業）をのぞいては、ほとんどなく、また農民の側の副業として最大のものである。？売薬

行商も、その大多数の者は小杉や高岡の売薬元締の支配下にあった売子にすぎなかった。 ζの大島

村の農民を支配していた、高岡や／J~の不在地主や売薬の元締たちの性格としては、売薬の元締た

ちはもちろんの乙と、不在地主の場合も、純然たる農業一本の地主はむしろ例外的で、ほとんどが

他建築に手を出しており、その点、農業一本の大島村の地主たちと性格を異にする。たとえば、小

杉町の松長、佐渡、赤壁の三人は、大地主であるとともに、小杉量財ヲ創立の発起人、取締役であっ

たし、また赤壁は輪自醸造業者であった。高岡市の菅野伝右エ門は高時を代表する大商人であり、

また大地主であった。また長岡市の金田属当こも大地主であるとともに、銀行 f神沢銀行〉の取締役

であり、呉服薬の経営者であった．こうしてみると、距離的に高岡市と小杉町のちょうど中聞に位

置する大島村は、不在地主と売薬関係というこつの点において、高間と小杉によって掌握されてい

たのであり、一次に米と肥料の価格決定と売買という点で』米、肥料蒔会所の存在した高岡の商人た

ちによって、完全に掌復されていたといえるe
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以上、 2項全体の検討からして、鷹栖村と比較した場合、大島村は、高岡の米、肥料商会所によ

って、米と肥料の価格決定と売買をにぎられていたという点では同様であったが、鷹栖村とは異な

って、不在地主と売薬関係という点でも、高岡 fおよび小杉｝によって支配されていたのである．

なお、両村を比較した場合、鷹栖村の場合は地主の積極的な他産業への進出が、すでに明治 2 , 

3 0 年代の日清戦争前後にみられ、また村内の社会的分業も相当広汎にすすんでいた〈鷹栖村村会

議決書の営業税にみられる）．それにたいして、大島村の場合は、地主の他産業への進出はほとん

どなかったし、またみるべき村内分業の展開もなかった． ζ うして、明治後期はもちろん、大正期

をつうじて、昭和 1 0 年どろまでは、明らかに、大島村は鷹栖村に比して、経済発展段階は低かっ

たと判断して間違いなかろう．

第 2節地主小作関係

1 Z頁地代水準の対比d

第 t 節においては、鷹栖村および大島村における地主制の推移と他産業との関連を追求したが、

本節においては、同村における地主．小作関係を、地ft水準を中心として検討したい。乙とでの問

題の一つは、 ζの地主．小作関係における地代水準というものが、地主の他産業への進出に、どう

関係していたかという点である（乙の点について、第 2編を参照されたい）。

まず両村における地f切t準をみよう。地~ft?..k準は、それぞれ、「鷹栖村史J 「大島村史」におい

てみるととができる。地主の取分としての、合盛米水準は次のごと〈である。

鷹栖村小千慨（合盛米｝ 7斗8 升4合／高 t 石 （ 2 4 0 歩｝

大島村小作料（合盛米） 7斗 5升 t合／
高 t 石（2 4 0 歩】

乙の両村の合盛米は、明治8年の地租改正時における基準であり、との額は、農地改革までかわっ

ていない．

ζの圏定した額である合盛米にたいして、明治以降の各時期の反当収量が異なれば、小作人の取

分は異なるわけであり、その点を検討しよう．

0 明治末、 i大正初期f明治 4 1年内失正5年）の，反収は荷村の村統計によれば‘

鷹梱村 2.7. 石． 太島和 .2· －~－~ 2石

したがって‘両村での小作の取分は弘吉川

鷹栖村 2.7 石~ 117.,8-ゾ4、石；；；：；•， 1 石9斗 t升6合

大島村 2. 3 2 2 石一 0. 7 3 1 石＝ 1 石 5斗？弁t合
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0大正末（大正 1 3年～昭和 2年）の反収は両村の村統計によれば

鷹栖村 2. 8 1 A石大島村 2. 1 1 8 石

したがって荷村での小作の取分は

鷹栖村 2.8 1 4 石－ 0.784 石＝： 2 石 0 3 

大島村 2. 1 1 8 石一 0. 7 3 1 石写 t 石 387

昭和 1 2 ~ 1 3年の反収は、村統計によれば

鷹栖村 2. 7 9 2石大島村 2. 3 6 1 石

したがって両村での小作の取分は

鷹栖村 2.7 9 2 石－ 0.784 石＝ 2 石 008

大島村 2. 3 6 1 石－ 0.731 石τt 石 6 3 0

以上の数字からして、

⑦地主の取分については、合盛米は、鷹栖村 7斗 8 升 1 合／高 t 石、なのにたいして、大島村7

斗 5升 t 合／高 1 石、と決定しており、との額は反当収量の増践にかかわらず一定であったから、

との合盛米の額についていうかぎり、鷹栖村の地主の方が大島村の地主よりも有利であった。

i時ただし、地主はとの合盛米による米価収入から地租を支払わねばならず、 ζの地租は地価を前

提として定められていたから、乙の合盛米の額のみをもって、再村の地主の地代収入の利、不利

を決定できないわけであるが、いまはその点にふれない。

②小作人の取分については、高 1 石での収獲米から地主に収奪される合盛和k準が、鷹栖村の方

がi語いのであるから、もし反当収量が両村で同じであるとすれば、大島村の小作人の方が有利であ

る。しかし、上の数字からもわかるごとし鷹栖村の反当収量が‘大島村よりはるかに高かった結

果、三つの時期をつうじて、小作人の取分においても、鷹栖村の方が高かったわけである＠

ただし‘小作人の取分については、次の点がなお検討されねばなら泊。

(1）番f排｝の問題

鷹栖柑では、不在地主の土地の香代人の番イ明寺はとっていなかったが、大島村では、小作人は合

盛米の他に、なお香代料としてJ日歩（5 0 0 ~ 5 5 0 歩｝について米 2斗位を支払っていた〈新

開発部落では 4斗位｝。とれは‘大島村の場合、不在地主の土地を耕作する小作人は不利であった

ととを示すが‘地主の取分については、関係はない。

ω 分与米の問題

一日一



駒村の場合、明治 1 0年同郁子ion込ら-f古に引下げられた時に、聞において、農民

の蜂起事件がおとり、それを契機にして、小作人の支払う合盛米 t 石について 4 升の割合で分与米

が与えられた。すなわち、小作人の支払う合盛米 t 石について、分与米の 4斗が、合盛米から軽減、

されたわけである。なお、との分与米は、璃波地方において広汎に与えられたのであるが、射水郡

でも、分与米の与えられた部落が相当あったが、大島村については、分与米制度のあったというこ

とは、関取調査では聞かなかったし「村史Jにもその点はでていない。

制農政調査会「稿波地方における慣行小作権の構成と農地改革j 3 0 頁には、富山県における、

分与米制度のあった部落数を各郡別に計算している。それによれば、明治 1 0年において、酉璃

波郡 1 7 0 部落、東嘱波郡 1 1 9 部落、射水郡 4 5 部落、氷見郡 1 8 部落、婦負郡 t 部落、計五

5 3部落であり、農民蜂起のおこった出町との関係もあって、嘱波地方が圧倒的な比率をしめて

いる。

ζの分与米は、鷹栖村では、明治 3 7 年には半減され、明治 4 0 年には全廃された。

したがって、明治 1 0 &::~ 3 6 年の期間では地主の取分は次のとおりである m

7斗8 升 4合（合盛米） - 3升 t 合 5勺コ 7斗 5升 2合 6 勺

との 7斗 5 升 2合 6 勺でもなお、大島村の合盛米7斗 5升 t 合よりも高水準であるととにはちが

いない。

｛司又小作権の問題

大島村と比較して、鷹栖村の小作人にとっては、地主に支払う合盛米の額は高いにもかかわらず、

反当収量が大島村よりもはるかに高い結果、小作人の取分は、大島村より高かった点は、上述のご

と〈であるが、鷹栖村の場合、氷小作搾の確立（明治 3:1年）によって、小作人の耕併餐のみなら

ず、小作人による小作権の売買、また、又小作も行われるようになった．したがって、鷹栖村の場

合、又小作されるならば、反当収量の増加が、そのまま小作人の取分の増加とはならないわけであ

る。ただし、 ζの又小作自の面積は、全耕作地の約 1 0 % .小作関係戸数の約 15%にすぎなかっ

~~ 
，』。

以上のどと〈、両村における地主の取分を合盛駒大準についてみるかぎり、明らかに鷹栖村の方

が高い水準の合盛米を収奪していたのであり、したがって鷲橋村では「永小作権の確立一小作人の

地位強化一地主の地位の相対的低下一地主の他産業への進出j という γエーマは、少〈とも大島村

の地主との比較においては‘結論づけられないであろう。地主の取分という点でいえば、大島村の
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地主の方が働1\.換であり、じたがって￥地主の地代収入の大小のみから、直線的に、地主の他産業

への進出の傾向の多寡をいうならば、鷹栖村ではな〈、大島村の方が、その程度が多〈なければな

らないはずである。しかし、笑際院は、第 1章で検討したどとし大島村の地主で他産業に進出し

たものは、ほとんど絶蕪であったe したがって、地主の他産業への進出の要因としては、との地代

水準の高低とともに、他の点込あわせて検討されねばならない．ととろが、 ζの点については、今

のととろ、まだ確たZ>.結論をもフにいたっていないが、次の諸点は考慮されねばならないe

，①大島村に比して』臆悟村では、問幕藩時代以来、明治以後も一貫して、反当収量がはるかに高

し地主、農民ともt乙取分は高かったとと．－との農業生産力の高さを基礎として、そのよで、村内

での社会的分業の展開が、大島村よりも、はるかに進んでいたとと。

②鷹栖村が、！日幕藩時代以降、加賀藩で一、こを争う高い石高の大村であったが、との鷹栖村を

づっみとんでいる璃波地方全体が、加賀藩の鞍倉といわれていたことし地味の豊かな米作地帯で

あり、農業生産力が高かったとと。乙の高い農業生産力を基礎として、嘱波地方は、その各部落内

において、また各審階聞において、泉下の他地方に比較しむ社会的介業がより進展していたとと。

とくに、臨波地方の山際の井波、城端v福光、福野らにおいてはh明治 2 ,.. 3.0 年代には』生糸、

絹蹴物、麻織物、綿織物等の中小のマニユフアクテヤ工場の族生のみられた乙と。

③乙うして、鷹栖村はもとより、稿波地方全体とレロ商品流通、商品生産が、大島村よりもは

るかに高い程度で進展しており、その中に地主はもとより農民もまさ乙まれ、彼等の消費生活が豊

富、多様化していたとと。その消費生活の中で、高まる家族家計費．交際費 f冠婚葬祭）によって、

地主の側でし費用倒れのケースが、高い地f株主事にもかかわらず‘数多〈みられたとと。

④との点tこまで立ち至ると、他産業への進出の点で、大島村との対比の場合に第一吾箆的な意味を

もたなかった地f切く準の高低という ζとが、あらためて問題になるのである。腐植村の場合、大島

村に比して地代水準はより高かったのは事実であるが、その地代収入を上回る程度に生活規模が膨

脹し、費用倒れの危険がせまったとすれば、それを切り抜けるための収入の増大をどとに求めるか．

との際、地主としては、地代収入の引上げに解決策を求めたいであろう。しかし、！まさにとの地代

収入の引上げという点では‘永小作権の確立による小作人の地位の強化ということが、越えがたい

障壁となる．したがって、地代引上げ、または土地への投資による土地集積の方向ではなれ他産

業への進出の方阿iJ！＇.指向されるというととになるのであるの

③こうして、地主の自が農村外に向〈場合、そのととをひきおζした事情と裏腹の関係で、腐稲

村を含む砺波地方は‘その各村内また村と村との聞での社会的分業．荷品生産．流通の進展によっ

てもら大島村に比して、はるかに多〈の、地主の地代収入による資金の投資先が、農業以外に見出さ
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れたというととである． ζれら投資先のうち、恐ら〈最大のものとして浮び上ってきたものは、全

璃波の米と、米作のための肥料、また山際の井波、城端、福光らの織物をどう迂踏に高岡市と伏木

港に結びつけるかという意味で、鉄道敷設事業であったろう。

2.；頁鷹摘地区永小作権の推移

鷹畑村を含む嘱波地方における永小作権は、わが簡の土地制度において極めて特徴的なものであ

るが‘乙の永小作権は、散居制、〈じ割制度との密接な関連のもとで展開されてきたものであるか

ら、それらの点にも言及しながら述べたい．なお、との永小作権確立の推移については、東嬬波郡

東野尻村の場合について、農政調査会の「富山県磁波地方における慣行小作傷の構成と農地改革」

という調査報告があり、鷹摘村の散居制を中心とした調査報告としては、大阪市大文学部の「璃波

散村の研究J があり、また中明宗平氏の「鷹鯛村史J にも ζの点での叙述がある．とれら三つの労

作で、乙の問題について、ほほ研究しつ〈されているといってよい。

以下、乙れら三労作と、中明氏からの間取り調査を参考にして、その要点をのべよう。

①〈じ割制度（問地割替制度｝

「村史J によれば、このくじ割指i践によって、当り「 I萄」が変っても作間の変更をしない申合

わせをした乙とが、永小作将軍の素歯であるとしている er村史 j 1 9 o~ 1 9 1 頁）。

くじ副（田地筈1膳｝は、その第一団は、寛永割習に行われ、それ以来 2 0 年ごとに行われるとと

になっていたが、一時中断され、新開地のみに行ったとともあったが‘また行われるようになった。

〈じ割の行われた年次

元禄 7年 f 1 6 9 4年｝、寛政 4年 （ 1 7 9 2年）、文化9 年 f 1 8 1 2年）、天保 5年 （ 1 8 

3 2 年｝、嘉永 5年（ 1852!'.i手｝

団地割替の意図。乙れは、均等な徴収率を実現するためのもので、そのために確実な倹地によっ

て、回品を 11香～ 1 0 番まで決定して、割替を行った．

乙の田地割替に対して、鷹舗村，では、当り「高i は変っても、作図の変更をしない申合わせをし

たのが、永小作権の素因であるとして‘その申合わせの理由を‘「村史J では、鷹網村の大村であ

るととに求めてMる．すなわち、鹿嫡村のような大村では、問地割替に迷惑したからである．たと

えば、本註潰に耕作している者が、遠距離の神島境の団地を割当てられたれまた笛B峨に耕作し

ている者が、水鳥境の問地を割当てられたりした場合は、耕がよ大変不便であり、生産力の低下は

まぬがれないa そ乙で申合わせて、持高にたいする地所が何処に割当てられても‘実際の耕作地は
替えないζ とにして、肝煎が持属候と耕作者を記した帳簿をもっていて‘合盛米で言七算するととに
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した＠かぐして、耕地にたいして、耕作人は、自作．小作の別式：！＇. （、特別の事情のないかがり、変

更することな〈、耕作権の優位がたもたれるととになったのである。合盛米の確定したのは、嘉永

5年 （ 1 8 5 2 年）の問地割替の時からである。

乙のように、加賀藩の団地割替億lj療にたいして、鷹繍村では、作田の変更をしないζ との申合まう

ぜをしたととが、耕作権の優位をたもたせた素因であるとしているが、 ζ 乙ヱ作田の変災をしたい

申合わせをした理由として、鷹稲村の地理的な、大村であるというととがあ貯られている 0 ＇｝どしか

に、鷹稲村のような大村で、白地割替によって、遠距離の問地が審i泊てられた場合h耕作が不便で、

生産力の低下がまぬがれないととは間違いなかろう。しかし、作自の変更に応じないというととの

ためには、単に大村のゆえに遠距離になる不便という理由の他に、今一つ、おそら＜－それ以上に決

定的な理由として、次の乙とが考えられる。それは、 E号制村の土地制度のもう一つの特徴点として

の散居制というととである．鷹稲村では、開村以来、耕地は各自農家の碕囲にあり‘農家は陰樹に

おおわれ、「臼露戦争以前には、細い用水路の両岸に樹木や萱が繁り、家が二軒と見通ぜず、訴の

中に回があるという景観」であったという〈「村史J 1 8 5 頁）。乙のように、関村以来、耕地は

各農家のJ奇聞に位註している散居布iJであったがゆえに、田地割替により家から遠距離の作回を割当

てられることが、各農家にとヲて、はなはだし〈不便．不利であったのだ。その ζ とがも大村ゆえ

の遠距離の作田の割当てということと重たって、団地割替にたいして、それを肝慌の持高棋におけ

る法的、形式的な変更にとどめ、実質的には耕地を変長しない乙とを$合わせた理臼であヲたと考

えられる。

闘 と乙ろで、乙の散居制の起原については、その理由として二つの主張がなされている。一つは、

それを加賀誌の政策に求めるものであれ牧野信之助「武家時fti土会の研究J 、意義政調査会「富

山県磁波地方における慣行小作権の構成と農地改革j 、「鷹J.ili 村史J はとの立場をとっており、

いま一つは、隅波の扇状地帯という地理的条件に求めるものであり、大阪市大文学部の「嘱波数

村の研究J はζの立場をとっている。もちろん、いずれの立場をとる場合も、他の理由を全〈無

祝するものではな〈、いわば、ニヲの理由のうち、いずれを重視するかというととである。その

点、農政調査会の調査の次の支援は、そのととをよ〈示している。 f散居制が、小起伏の地形ゃ、

水の制約がないという自然的な条件が前提であるにもぜよ、基本的には、加賀落の政策として務

政の初期から一貫して強制実現されてきたものであるといいうるであろう 0 J ( 1 8 頁）

二本稿は、 ζの点を検討するのが直接の目的ではないから、深〈は立入らないが、もし、加賀藩

の強力な政策があったとしても、それを受け入れる自然的条件（扇状地による小起伏や‘水の制

約のないとと）のないと乙ろでは、話謙が実現されえないのであるから、自然的条件をより重視
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する「璃波訣村の研究J にある村村教授の主援を支持したい。

②小作地担保による融資の発生

「村史J によれば、明治 2 ' 3 年の同年、連続して凶作で、農民は大変困窮した。そとで、時の

肝問、多国茂三郎は、小作地を担保として、地主より小作人に融資をさぜた。との事実によって、

潜在的な耕作権の優位を、事実上認めさせられるととになった（「村史J191.192 頁｝。

③小作人による小作地売買の発生

明治 5年、萩原正清が、虎杖川原を開墾して、住居をそζに移した際、それまで耕作していた回
制

畑地の地表権を宝田与三訟に売った。と乙ろが、乙の田畑地には、小作地もあったので、小作地に

ついては寅主は疑念をいだいたので、地主の承諾を条件として売買した。 ζのととがまた、小作人

の小作地にたいする権利を確認させるととになった事実である（「村史J 1 9 3 頁）．

樹 「村史j には、宝回与三訟となっているが、松村勝治郎「小作権に関する研究J 3 6 ～ 37 頁

には、室永文吉となっている．

ついで明治 1 4 ' 5 年どろより、小作人の経済的窮迫の深まりによって、北海道へ移住する者が

でてきたが、 ζれらの人々は、負傍整理と旅質調達のために、小作権の売買を必要としたので‘そ

れを求める小作人侭！と、反対する多〈の地主たちが対立した．その模、小作関係の移動に乗じて、

若干の地主が、既得の小作関係をも侵害せんとしたので、小作人側は協議のよ、小作権設定および

小作権売買の許容を地主に求めて交渉し、鰍ヰを重ねた上、「大地主大矢四郎兵衛氏は時代の趨勢

を考察して、ついに小作人の要求を容れ、小作権の設定を承認するや、他の地主も之に呉議を唱う

るものな〈して同意するに至J f松村、前掲書 3 6~ 3 7 頁）った。 f乙の点、「村史J 1 9 3頁、

農政調査会、報告 3 1 頁、参照）。

乙の小作権の売買の発生において、小作人の萩原正清と大地主の大矢四郎兵衛が大きな役割を呆

している点は、注意すべきととろである。

⑨百分三騒動と分与米

3 2. 5 
明治 1 0 年 t 月、地祖引下げの農民斗争が結実して、地租が干すoーから Tす百に引下げられると、

ζの滋積額の処分をめぐって、地主と小作との間にはげしい対立がおとった．明治 1 0年 2月 7 目、

出町の真寿寺で、石川燥機令代理．大参事熊野九郎が、地租引下げについての講演をしようとした

時、農民が蜂起襲撃したので、熊野大参事は一時生命も危険にさらされたが、あやふ〈虎口を逃れ、

難を戸出の永安寺にきけた。乙の事件で主謀者らは刑をうけた。しかし、乙の一大騒訪を契機とし

て、地主側も地程改正の利益の一部分を小作人に分譲した。とれが分与米でh 鷹禰村では、合盛

米 1 石につき、 4 チ十の割合であった。
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との分与米の小作側への獲得という事実が、また小作人の耕作応の優位女確認さぜるー契機と合

った．

制 ζの百分三騒動については、「戸出資枠J 4 2 1 ～？頁？と〈わしい。なおとの点については「

村史 J 1 9 2 ～ 5頁、農政調査会、報告 2 9 ～ 30 頁、参照。

⑤分与米のその後の推移

なお、との分与米は、鷹稲村では、明治 3 7 年に日露戦争のため、非常特別税法で、地租増徴に

なったのを契機として、半E記されたa 戦後も非常特別税法が減額にならなかったので、明、冶 t 0年

に分与米は全廃された。その後、地租は軽減されたのにかかわらず、分与米制度は‘てフいに復活し

なかった〈「村史J 1 9 3頁）。

乙の鷹羽1村における、明治 3 7 年の分与米の半減、明治 4 0 年におけるその全廃については、小

作人側の反対のるつたという事実は聞かない。その点、村史の著者中明氏に再三質問してみたが、

小作人償tlが反対したというととは聞いていないとのととである。との点は、鷹前官村の「地主一小作J

関係におすIる、一つの問題点であると思われる。筆者の解釈は後で述べるとして、との分与米減額

について、鷹稲村以外の他のと ζろでは、どういう動さがあったか。その点の一つの顕著な例t土、

農政調査会の調査報告にでている、野村島の場合である（同報告、 3 3～ 34 頁参照）。

野付島では、明治 3 7 年の日露戦争の戦時増税を契機として‘明治 4 0 年 2 月、何れも野村島村

に土地を有する不在地主の岡本八平（五鹿屋村、当時8 品、 7町所有）、田上六太郎 f東山見村｝、

宇野直次（井波町〉等が共向で、野村島村の分与米廃止を申入れた。とれにたいして、小作人側は、

乙れを拒否するとともに、更に彼等の団結を固めるために小作人 8 8 名により「農事団体」を組撤

した。そζで、全面的対立を憂慮した村内地主は、両者の妥協をはかる動さをお乙してhついに分

与米廃止の申入れを徹回ぜしめている。 ζれが、野村島村における、小作権が確立期に入ったこと

を示す事件であった。鷹嬬村のど〈近〈の野村島村においては、分与米廃止の地主側jの策動にたい

して、 ζのような激しい反対運動がおとり、しかも、反対運動は勝利をおさめているのに、すぐれ

た小作人の指導者萩原正清のいる鷹稲村においては、分与米の半滅、また廃止にたいして、全〈反

対の動さのみられなかったのは、納得のいかない事実である。乙の点の検討に入るまえに、まず、

腐漏村における、明治 3 1 年の小作争議をみておとう。

③明治 3 1 年の小作争議と小作組合

明治 2 7 年、荻原正清が首導者となって、庶橋村に小作組合をつ〈り、小作権擁護をとなえた。

ζの小作組合の組識は、富山県下ではもちろんのこと、会場的fとも最も早い組識の~-Q；；であった。

ところが、明治 3 1 年、地主の一人であるおi掛愛次絡が、自己の土地の小作人 3 0 余人の小作地取
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上げを通告した。

とれにたいして、萩原の指導する小作組合が中心と f.t:. り、農民は一致して気勢をあげて強〈対抗

したので、樋掛の通告はついに沙汰やみとなり、小作側の勝利におわった。それ以来、小作図に応

じた積立金をして、団結を固〈した。この争議の時点では、小作側の組織は、小作同盟会と称した

が、明治 4 0年どろより、生産同盟会と改め、農業の改良発展を目標にする乙とにした。

乙の明治 3 1 年の争議における小作側の勝手1Jをもって、鷹橋村における永小作権が確立したもの

といえるわけであり、その意味では、との争議は重要であり、また小作側の指導者萩原正清の存在

の意味は大きい（「村史j 1 9 4 頁参照）。

制 中明氏の「村史」では、乙の小fi=争議は、明治 3 1 年となっているが、農政調査会の報告およ

び『水島村史』の 8 4 頁では、明治 3 4 年となっているが、本稿では明治 3 1 年説をとっておく。

なお、明治 3 1 年に永小作権が「確立j したということは、その時以後、小作権をめぐって、地

主、小作聞に全〈争が生じていな悼というととではない．たとえば、大正 4年に梯掛愛次郎の息

子の範忠か、自作；山と称して、売渡した土地のー者5分の小作権をめぐDて裁判沙汰が生じている。

また、沼和のはじめ、農業恐慌の時期に、農業組合が、小作権者に小作権を担保にして、貸付を

し、乙れが法的に認められたa したがって、この時が永小作，傑確立の時期であるという主彊もあ

る。（樋掛忠平氏の主l張）

とのように、明治 3 1 年以後にも小作権をめぐって、いろいろ問題f.l；お乙っているが、本稿で

は明治 3 1 年をもって、一応「確立j の時期であるとしておく。

とのような地主の土地取上げの劫きは、単に鷹tl!i村においてのみ主主じたものではないe 明治 3 9 

年には、地主の主唱による嬬波商会と凶う土地会社が石動に設立され、小flp婦の侵害を行ったので、

鷹泊村の農民間盟会を中心として彼筈町村の小作人が、反対運動をお乙して、 4 3年ついに商会を

破産さぜて凶る（農政調査会．報告 3 3夏、「野尻村史料J 4 4 5~ 4 4 6 頁参照）。

このように、騰調村の小作椙擁護斗争は、単に向村内に止まらず、 ζの先防における斗争の急先

鋭となり、西調波の小作権の縫立．拡大に大いに寄与している。その後、農民同盟会は、大正？年

1 .1 丹、近隣各村の小作人組合を糾合して、「米穀生産者同盟会J と改称し、その範聞は、二郡に

またがる一大小作組合となり、その指導者は萩原正清であった．

以よのような、璃波地方における小作組合の組融とその運動における、鷹剖村長民組合の占める

地位と、その指導者萩原のζとを考えると、明、冶 3· 7 年の分与米半語誌の時に、小作i測が何んらの反

対運動をしていないとH うことが、ますます納得のいかないととである。中明氏からの間取りによ

れば‘～全ぐ反対通勤はみられなかったというが、小作人側がそれで満足していたのでなかったζと
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は、次の事実tこよっても十分に推測しうる。それは、明治 4 0 年4 月 3 0 自におとなわれた、村会

議員選挙の結果である。それまでは、ニ級の村会議員として、小作側の利益代表としてでていたの

は、大体、萩原正清一人にすぎなかったが、 ζの選挙の結果、ニ級の定員 4名中の 4名全部が、地

主側でなし小作人の利益f匂受とみられる人たちが当選しているのであるaζの点に、小作人側の

不満が表明されているとみて、間違いあるまい．

それでは、何故に明治 3 7 年の分与米半減にたいして、何んらの反対運動がみられなかったので

あろうか。以下、考えうる理由を検討しよう．

もともと鷹鋪村では、小作側の権利が強かったが，その上に、明治 3 1 年の小作争議での小作

側の勝利によって、永小作権が確立し、小作人の地位が安定し、反当収量の増加のあった場合は、

その成果はあげて小作側の享受しうる乙とになる．それゆえ、分与米の半減に応じたととについて

は、それに応じうる余力が小作側に生じていたととが考えられる。 fとの点は、中明氏も主張され

たと乙ろである。）また、 ζの分与米半減は、一方的に小作人のみの犠牲となるのではな〈、そも

そも日露執争による特別増税が地主側にかかり、負担の分担を小作側にも求めたという ζ とである

から、その点で土i主主11\Uの要求に一定の根拠があヲたのである。

しかし、それにしても、すでに羽治 3 1 年の大小作争議の勝利によって、小作側の組織が伸び、

また小作退勤が‘腐補村を中心として近隣の町村にまで波及しつつあった、まさにその時に、浬由

は何んであれ、ノj、作測の既得権を剥奪する分与米鋭額に無抵抗に応じたというのは、一つの謎とい

てコてよいのしかも、店長補村のごく近〈の野村島村において、明治 A G年には、分与米廃止の勤きに

反対する運動がお乙り、それが勝利しているのであるから、なおさらそれは問題である。もちろん、

燦摘村の分与米半奴は明治 3 7 年のことであり、野村島村の反対は 4 0 年のととであるから、野村

島村の閥遥勤による勝利に鼓舞されるという乙とはありえない。しかし、鷹稲村の場合は、 3 7 

年における半棋の後、 4 0 年には更に全廃と追い打ちまでかけられているのでおあがら、いよいよ

納得がいかないわけである。

そこで考えられる乙とは、指導者萩原正清の思想、上の立場ともその運動の性格が問題になって〈

るし、乙の萩原と大地主大矢四郎兵衛の複雑な蝿係が問題になって〈るのであるが、乙の両者の関

係については、節をあらためて、退求しよう．

制萩原正滑の思怨上の立場とその運動の性格については、富山県民農系の農民運動の草分けのー

人で、現に富山県社会党顧問の増山直太郎氏からの間取りを参考にしたa なお、大矢と萩原の関

係にヲいては、中明氏よりの間取りを参考にした。
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5項大地主大矢四郎兵衛と小作指導者萩原正滑

明治時代、と〈に明治の後半の腐禰村を問題にするとき、材の政治．経済．文化．社会の各分野

において、大地主、大矢四郎兵衛の存在を無視しては何事も語れないといってよいほどに、大矢の

跡は大きい．乙の大矢と密接、複雑に相重なりあう存在としてあるのは、イ作人指導者、萩原正

滑である。乙の両者は、単に鷹橋村内での社会的活動のみなら夕、広〈踊波地方全体、また全県的

規模での活躍をしているのでおり、明治後期の鷹泌村は、大地主大矢四郎兵衛と小作指導者萩原正

清の両者の存在によって、金嘱波地方の先頭に立っていたといっても過震ではない。現治後期の鷹

稲村は、「大矢ー萩原j 時代を形成したー昂揚した時代であったといってよい。

以下、大矢、萩原の関係を検討しよう．

萩原正清は、中明氏の所蔵の自筆の履歴書によれば嘉永 6 年 5月？日の生れで、大矢四郎兵衛の

誕生の 5年前であり、死亡したのは、昭和 2年？月 2 7 日で数え年 7 4才の時である．大矢の死亡

したのは、昭和 5年9 月 25 日で、 7 2才である．つまり、大矢と萩原は、全〈の同時代人として、

一人は大地主として、他は小作人指導者としてではあるが、めざましい活躍をし、ほほ同じ噴に亡

ぐたっているのである。

萩原は、生握小作人として終始し、土地所有規模は大体、 2～5反規模で、全くの零細土地所有

者であったa しかし、彼の経歴をみて‘不思議に恩われるのは、第 t に、彼は四谷儀平に和算を学

び、またはるばる金沢の竹下塾までおもむいて、漢学を勉強している乙とである〈「村史 J 1 9 ~ 

頁｝。第 2 には、「村史j をみれば、彼は明治 2 2年 5月 2 日の町村制実施後の第 t 回村会選挙以

来、村会議員として連続当選し、明治 2 2年から大正 2年までの長期にわたヲて‘村会議員の席を

占めているのである．とれは、恐ら〈腐f.id村村会において、議員歴のもっとも長い例である．しか

も、荻原は、大正 5年 1 月 4 日から大正 5年 3月 3 0 自主での問、村長をつとめ、その後、大正 8

年？月 3 0 日から大正 1 2年 5月 3 1 日までは都会議員をやっている． ζの荻原の政治的活躍は、

鷹椅村においては、大矢四郎兵衛につぐものであり、乙の二人に比較すれば、鷹梢村の他の誰れも、

ζれに追i越しうる活動をした者はいない。零細土地所有の、昼握を小作人としてとおした萩原が、

乙のように、教育を身につけ、自ざましい政治的活動をしたというととは、彼の零細土地所有とい

う点からすれば一つの憲主であるといってよい．ととろか乙の謎は、土地所有の点からではな〈、彼

の農業経営の面からs また農業以外の経営の面からみるとき，とけるのであるiすなわち萩原は、‘土

地所規模の点からいえば、全〈の零細土地所有者であるが、経営規模から加えば、．け？，して零細経

営者ではなかった。それを傍証するものは、すでに述べた萩原をめぐって起った、明治5年の小作
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地売買事件である。彼は虎杖川原に 2町歩の土地の開墾に成功し（「村史J 1 9 4頁7 、住所をそ

乙に移すに際して、彼の旧小作地の地表権の売買の問題がお乙っている品このζとからして、萩原

は、虎杖川原の2町歩の開墾によって、経営規模としては決して小さ〈ない農業経営者であったと

と、したがっで、萩原を零細土地所有の小作人である乙とから、直線的に貧農であると考える ζ と

はできないのである。

また、萩原が、貧員であったと簡単に結論づけられたい、今一つの傍証I主、次のことである。鷹

稲村の村会議決書の明治 2 3年度において、営業者各自課税の一覧表の中に、「謀説額、 8 0 銭、

業目、桑、萩原正清Jというのがあるe との営業税の課税額は、その支払者 4 1 名のうち最高は 1

円 6 0 銭にすぎず、次に f 円、 8 0銭、 6 0 銭、 4 0銭となっているのであり、しかも、最高額の

t 円 6 0銭支払者は t 名、次の 1 円の支払者は 8 名である。したがって、 8 0 銭という額は、全支

払者 A t 名のうちでは、決して低い方とはいえないのであるa すなわち萩原はh農業経営とともに、

桑の経営をやっており、その方からも相当の収入をあげていたと考えられる。乙の桑の経営という

点では「村史J 1 9 4 頁の、萩原は「また養蚕家であり、一寸の余地にも桑木を縫えて養蚕に努め、

人にも奨励した」という叙述に対応するものであり、彼は開拓者精神の持主であったといえる．

開拓者精神といえば、萩jゑが竹下塾に学んだという ζとが、意味をもつのであり、乙の点におい

ても、大矢四郎兵衛との深いかかわりあいが考えられる。萩原の金沢竹下塾での勉学は、彼の自筆

の履歴舎によれば、明治 4年 t 月から明治 6 年 2月までのととであり、荻原の 1 9 才から 2 1 才ま

での時婦である、大矢の場合t主、その翌年の明治 7 年からであり、彼の 1 7 才の時からである。こ

のように、二人の竹下塾での勉学の時期は相重つてはいないが、連続した時期のととであり、いず

れも多感な青春の時期における勉学であり、乙 ζでの教脊から強烈な影響をうけ、かつ二人には強～

い同窓生意識があったととが考えられる＠竹下塾の塾主の竹下還は、実践を重んずる王陽明学を講

じ、竹下自身、実践の人として、新聞をお乙し、大いに時事を論じ、また桑聞を経営し、養蚕を奨

励したととが、中島桃太郎氏の大矢四郎兵衛研究の原稿によって知るととができる。

制昨年夏の鷹nm村の調査以来、筆者は、大矢四郎兵衛の人間と事業にひかれて、大矢のζ とをあ

れζれ調べているうちに、「村史」の著者、中明宗平氏から、中島桃太郎氏のまとめられた大矢

四郎兵衛研究の原稿を借りる乙とのできたのは、大きな喜びであった。中明氏によれば、中島桃

太郎氏以昭和 1 0年代に、熔稲村イヰ校の先生をしていられた時、大矢四郎兵衛のととを研究

されたが、その原稿が出版されるととな〈、中明氏のととろに保存されていたものである。後に

かかげる、大矢の経歴は、その大部分は、中島氏の研究に負うものであれこ乙に感謝の窓を表

したい。
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竹下塾における影響がいかに大きなものであったかは、大矢四郎兵衛自身も、すでに早〈、明治

1 6 年 2 6 才の時に出町で活版事業を創設（ζれが現雀の中越印刷の前身である）しているとと止

また明治 1 8 年 2 8 才の時には、改進党の機関紙として「北辰雑誌J を刊行している乙と、さらに

また明治 2 0 年には養蚕安すすめ、桑首一万本を購入し、村民に無償分与し、養鶏、養豚を奨励し

ているととからも推察される．もちろん、とれを会部、竹下塾における勉学の影響に帰するととは

問題であるが、一深い関連があったとみてきしっかえない．いまーっ、大矢と竹下塾との深い関係を

示すものは、大矢は竹下還の令息、麗三郎を幼少の頃から家に引取って養育し、かつ医学校を卒業

させ、耳鼻咽喉宗十の専門医として開業させている乙とであり、乙の点からも、大矢がいかに、竹下

塾の学患を深f感じていたかが推測されるのである．大矢の場合と同じく、萩原の場合の虎杖川原

の開拓、養蚕家としての努力、また他の農民への養蚕の奨励といった点に、竹下塾での勉学の影響

をみるととができる．つまり、竹下塾との関係において、大地主大矢と小作指導者萩原は、ほほ同

じ時期の同窓生として、共通の同窓生意識をもっていたとと、またとの竹下塾において、共に開拓

者欄申を植えつけられた乙とが考えられる。それ以後の二人の、密接、複雑な関係を考えるとき、

乙の竹下塾の存在は無視しえないものである。

次に、鷹補村の永小作権擁立の推移における両者の役割を、なお立入って追求しよう。

①すでにのベたどと（ (2環）明治 5年の、萩原正清をめぐる小作地売買の事件は、小作地の地

表権について、小作側の優位を確認させるものとして‘重要な事件であるが、 ζ うした小作人側の

小作弛売異行為にたいして、地主側は一般に反対の態度をとった．と乙ろが大矢は、 ζの点におい

て小作側の主張を認める立場をとっているのであり‘鷹稲村を代表する大地主‘大矢のとの立場が

氷小作確立の推移において‘大きな役割を果しているのである．

②明治 3 1 年の樋掛愛次郎による小作地引上げに端を発する一大小作争議と、萩原を指導者とす

る小作側の勝制は、鷹禰村における氷小作権擁立の記念すべきものであった。乙の小作争議を契機

として、鷹揃村の小作人組織. ~J、作同盟会を中心として、小作人組織が近隣町村に延び、小作運動

の昂揚期を迎える乙とは、すでに述べた．ととろが、との明治 3 1 年の地主、樋掛愛次郎と小作側

の斗争において‘他の地主たちはいかなる態度をとったか．「村史」では、「小作組合は政治的に

活動し、選挙にも地主見事と争った．その勢力はあなどり難いものがあり‘地主膚の人も村会議員に

出るために組合に~IL入した人もあったほどである」（ 1 9 4 頁｝とでている。乙の「村史」の叙述

から読みとれるど之〈、明治 3 ,1 年の争議、またそれ以後の地主、小作の対立関係においては、小

作側は一致して一部の地主に対抗、抗争しているのにたいして、地主側は一致して小作にあたって

いないという ζ とである。乙れには、鷹揃村の場合地主、小作関係が明確に両者が区別されている
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のではなく、大地主をのぞく、多〈の農民は地主兼自作兼ノjイ乍の三者の性格が相主主たりあった場合

が多〈、単純に地主側か、小作似の一方勺立場をとりえたかったという事情ーがある。それに中明氏

からの間取りによれば、明治 3 1 年の争議には、大地主、大矢は、地主側ではな〈、小作創jの立場

を支持していたとh う。つまり乙の争議においても、大矢と萩原は閉す側にあヲて対立していたの

ではなかヲた．との争議においての立役者はもちろん、小作指導者萩原であるが、乙の萩原の立場

を支持していた、あるいは少〈とも是認していたのが大地主大矢であったといえる．大地主である

大矢が乙のような立場なり行為にでた理由は説明のつきに〈いととであるが、大矢がいかに地主的

なヨ考え方から抜けでていたかを示すのは「村史J の次の叙述である．

「ある年に高持遠の聞に分与米を廃止する話がもち上り会合したが、翁は私は行かない、行けば

話を乙わすととになるからといって、会合も話がついたと ζろにひょっとり大矢翁が頭を出して『

どんな話にあいなりましたか』ときいた．席にいる人遥は本年から分与米を廃止するととに決った

と告げた。大矢翁は『それはまたどうしたわけですかj と問うと、 f それは小作人等はケット f毛

布）を着るやら、木綿鼻緒の下駄をは〈やらぜいた〈さんまいの生活をしているから、分与米を与

える必要はない J と答えたの翁は『これまた何としたζ とです。小作人が毛布を清.. :;f;:綿鼻緒の下駄

をは〈まで生活が向上したζとは喜ぶべきととで、もしも小作人等が生活告を訴えたならやはり高

持の迷惑である．今まで通り与えましょう J といったのでーたん決ヲたのもたちまち流れてしまっ

た。きれば村人恭敬してやまず、翁のためなら身命もiJえりみ老いという人が多〈、衆議院議員に当選

した時のどときは、村人達は『大矢様日本一』とはやしたてて踊り狂った。 J (2 0 4 頁｝

とのような鷹稲村の英雄、あるいは村のグ神様’である大矢を裏から支x..ていた力の一つは、小

作人指導者で小作人たちを掌握していた荻原正清であった。 ζれも中明氏からの関取りによるので

あるが、大矢が県会．国会の選挙にうってでた時の選挙参謀の役割を来していたのが萩原であった．

この点、樋J主｝忠平氏によれば、萩原は、単に大矢の選挙参謀であったにとどまらず、常時秘書のよ

うな役割をしていたとのととである．乙う考えて〈ると、大矢は大地主であり、萩原は小作人であ

りながら、両者は問時代人、問年輩の間柄として、また何よりも若き日に学んだ竹下塾の同窓生と

して、密接な鴎係にあった．

二人の関係において、それ以後のE苦悩村の地主、小作関係および村の政、冶に決定的ともいうべき

こつの事件が起る。

その一つは、明治 3 7年における分与米半減、 4 0 年における分与米全廃事件であり、他は、大

正 5年における村長後継事件である．
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明治 3 7 年の分与米半減事件については、すでにふれたが、いま一度、大矢．荻原の関係におい

て取よげよう。

乙の事件において、小作側が反対してい沿いということは、第 t tこ、上述のどとし明治 3 1 年

の小作争議で、小作側が勝利をおさめ、との勝利を契機として、村内の小作側の組識がのび、また

乙の鷹栖村の小作組識が拠点となって近隣町村に小作組議、運動の進展をみている、小作運動の主主

主暴期において乙の事件がおこヲている ζと‘第 2に、腐秘村では反対運動がおとっていないが、近

隣の野村島村では、明治 4 0年のことであるが、不在地主による分与米廃止の通告に反対して、結

局小作1Mの勝手lJにおわっていること、を考えるとーてつの謎であるといってよい。そ乙で考えられる

ととの一つは、すでにふれたどと〈、明治 3 1 年の永小作催の確立によって、小作人の優位が縫立

され、小作側において分与米半減に応じうる経済的余力ができていた乙とである。しかし、その点

を考躍してもなお、小作側が威得権の剥奪に、何んらの抵抗をしなかったというのは、依然として

疑問である。そとで、次に考えられるのは、 ζの明治 3 7 年には、分与米全廃ではなく、半減とい

うととであり、 ζの点に、地主側にかかってきた戦時増税を、小作にも分担さぜたのであり、両者

の聞で妥協がはかられたのではないか、ということである。それは十分考えうるζ とであるが、し

かしそれならば、。いで明治 4 0年において、すでに戦争がおわってしまった時点で、分与米全廃

という追抜ちに、何んら抵抗をしめしていない、と tハうのは依然としてのとる疑問であるの

そこで浮びあがタてくるのは、大矢と萩原のとの主要件における立場と役割である。

大矢の分与米にたいする態度は、「村史J 2 0 4頁からの引用でもわかるごとく、本来、分与米

の廃止には反対であった。ところが、大矢は‘明治 3 6年 5月に第 4 回目の衆議院議員に当選し、

それが、？月の開院式における河野広中議長のいわゆるぎ霊答文芸評件で国会は解散され、 ζの時をも

って大矢の政界活動はおわり、乙の年に、北再選岩内郡小沢村に 4 0 万坪を借受け、 i鶏拓事事長に従

事するのであるe とすれば、 3 7 年以前の時点で、一部の地主層によって画策された分与米廃止の

動きが、大矢の反対にあってつぶされたが、 3 6 年の大矢の北縛道移住の後を狙って、 ζの 3 7 年

に分与米半i民をやりとげたのではな同か、という乙とが考えられる。 ζの考え方は、たしかに筋の

とおったものであり、それも大きな理由の一つであったであろう。しかし、それのみが唯一の理由

であったとは考えられない。

もし、 3 6年の大矢の北両道移住の後を狙つての、分与米半紙の強行であるとすれば、それにた

いして、小作側からや］んらの反対運ili}J もおこっていないのは、疑問である。

そとで注意しなければならないのは、大矢の北t海道移住、 I舟拓事業従事は、たしかに明治 3 6 年

の出来事にちがいないが、大矢の場合は、 i也の貧農たちの北海道移住とは呉って、北t毎道に行きさ
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ヲてしまτコて、郷里の庶捕村と鯵が切れてしまうと加うのとは、類を異にしていたるとでゐる．中

明氏からの間取りによヨても、大矢はたびたびi寄稿村に帰ってきており、 ζの 3 6 年以後ιも、村

の重要事件に大きな役割をはたしているのである．その顕著な例i]l;t，.明治 4 1 年の罵稲村への輔波

中学誘霞決定であり、また大正 2年の後任村長准薦事件である。したがって、明治 5 品年に大矢が

北級選tC.移住したからといって、 3 7年の分与米半獄事件に大矢が全〈関係なかったとは考えられ

ない。そ乙で、乙の 3 7 年の事件のときに、たまたま大矢カi北両道から帰省していたかどうかは別と

として f恐らく帰っていなかったであろうが｝、 ζの問題について大矢がいかなる立場をとるかと

いうことが、重要であると思Lわれる。もともと、大矢は、小作人の不利になる分与米廃止には廊す

の立場をとっていたが、明治 3 7 年の臼露戦争という国家の非常事態において、戦時増税とのかか

わりあいにおいて、分与米廃止が問題になるとき、依然として、それに反対するかどうかは、はな

はだ疑問である。というのは‘大矢は国会議員として、すでに明治 3 4年 t 月 2 2 日、山県内閣に

よ0て提出された単拡のための増税築にたいして積極的賛成の態度を表明しているのである。

樹 乙の増税案にたいして、当時の操選出の野党（進歩党）の代議士のうち、大矢とは逆に、極力

反対し、国会で時の大蔵大臣とわたり合うのは、富山市から選出されていた主主同又左エ門であっ

た。この増税案にたいする意見の柑逢から、金岡又左エ門と内山松t註の間代議士は進歩先から脱

党している。 (2年後に復帰） （『富山県政史 J 第 4巻、参照）なおu筆者の考えによれば、明

治後尉以来、大正時代をフうじての、富山来設業界の立役者は、 Cの三玄関又左ヱ門であり、彼は

新産業としての電力卒業の基E涯をきずさ、との電力事業をおとす乙とによって、明治末期、大正

時代をつうじて、糸持：菜界における’金同時代，をつくるのである。大矢は、中越鉄道にすべて

をかけて失敗し、彼の政治．経済．社会的活動は、ほほ明治 3 0年代でおわるのであるが、大矢

と同時代人である金問の社会的活動は、明治末期、大正時代をつうじて、一路上昇の過措をたど

。ている。悲劇の人物としての大矢と、富山県主主業界の樹者とたる金問の二人は‘甥治 3 4年の

増税案にたいして全〈対照的な態度をとヲているのである。この点に、その後の両者の遥命の相

違が家徴的に浮彫されているように，忠われる。

3 4年の増税案にたいする態度からも知られるように、大矢は緊迫した国際情勢のもとにあって

は、函維に処するためには‘それまでの一切の園内の階級対立をこえー一身の犠牲定かえりみず、

民族、国家のためにつ〈さねばならないとするナシヨナリストであったa 大矢は、ひとたび、民族、

思家のことが問題になる眠り、自己の地主、事業家としての利害ゃ計涯の観念も後景にしりぞwて

しまうといったタ4フ・のロマYチストであτコた。したがって、平時にあっては、小作側に同調する

態度をとることがあったとしても、ひとたび凶暴監に直面すれば、地主も小作も柑共に一身の犠牲を
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かえりみず、国難に処ずべきであるというのが、大矢の主張であり、立場であったと考えられる．

それ故に. 3 7年の戦時増税を理由としての分与米減額にヲいては、大矢は付つして反対しなかっ

たであろう。との大矢の考え方が、 3 6 年の大矢の北海道移住にも‘鷹禰村に生きていたとみてさ

しヲかえない。

一方‘萩原の方はどうか。萩原の思想、的立場と、その運動の性格は、増山氏からの闇取りからも

知られるごとし本来、協調主義的なものであり、つねに皇室中心主義を強調し、自作農主主義と反
、、、

社会主義を方針としていたから、日露戦争を契機としての戦時増税を、小作｛測においても一部分負

担するという ζ とには、原則として反対しなかったであろう。乙うして、鋭治 5 7年の鷹泌村の分

与米半書記事件においては、大地主、大矢と小作指導者、萩原は、地主と小作と立場は異っていたが、

i可じ〈民族主義者、皇室中心主義者、協調主義者として‘共通の場に立っていたと考えられる。と

うして、分与米書記額問題については、全廃という乙とではなし半減という妥協の上に、何んらの

反対な〈受けいれられたとみられるのである。

間以上、 3 7年の分与米半減率件は一応、納得がい〈としても、依然として問題なのは、明治40

年の分与米全廃事件である。「村史J によれば‘「戦後になっても f地租が）減額にならなか。

たので、明治 4 0年には（分与米は）全廃された。 J ( 1 9 3 頁）となっている。明治 4 0年に

は、すでに戦争はおわヨており、 3 7 年より以上の増税はなかったのでゐるから、分与米半紙を

持続するのはわかるとしても、地主側からの追打として、全廃され、それに小作側が反対してい

ないというのは、問題であるa ζの点については、納得のい〈答は見出しがたいのではあるが、

次の点は考慮さるべきであろう、小作側としては、ーすでに 3 7 年の分与米半鋭という乙とで、第

一段において譲歩してしまっているから、 4 0年に全廃という追打をかけられても、有効なる対

運動を組識しに〈かったのではないか。しかし、何よりも、根本的には、永小作権確立によって、

小作側の経済的余力が生じており、分・与米金属に応じえたととであろう。小作側としては、乙と

小作権の取上げという死活問題にたれば、すべてをかけても抵抗するが、分与米の削減という長

では、氷小作憎が確立しているという基盤のよでは、それほど切実な問題ではなかったという ζ

とかもしれない。

次』之、大矢、萩原の関係における最後の事件でおる、大正 2年の村長後任問題をみよう。その点

に0いての、「村史J の叙述は次のどと〈である。

［.，.，，島田寿吉郎村長は｝大正 2年には小学校の新築を断行する等、い〈つかの功緩を残した。 /0;

田村長の陰には、 d今井助役の補佐の力を忘れては伝らない。島田村長は、d半校新築謡成を機会に
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勇退した。次期の村長の候補に擢師孫太郎、今井信平の二人あり、村会はhづむを選ぶかに決じか

ねたa 両人は同年輩であるが、従来の経歴では擢師氏が兄分であり、力量手腕からhヲて今井氏に

期待するものがあった．折しも北高蓋から大矢四郎兵衛が帰省していたので、村会拡大矢氏に指名

を-f壬した。大矢氏は第三者荻原正清を推せんしたので、両者のいずれかを指名するものと思って

いた村会は意外に思ったが、萩原正清が就任したJ

以上の「村史」の興味ぷかい叙述にもみられるごとく、大正 2年 bとおける、小作入、萩原E清を

推せんした、後任村長事件は、村の政治にとっては、全〈驚〈ベ急事件であったと言てコてよい． ζ

のととからして、大地主、大矢と小作指導者、萩原の関係が、いかに密接、複雑また御少であった

かがうかがわれるのである．とのように、明治時代をつうじて、 F大矢ー萩原J の二人は村の地主

小畑鶏係、また、政治．経済．社会関係において、大きな役割を来してきたのであり、主さに、明

治時代の庶稲村は、地主の大矢と小作の萩原の「大矢ー萩原」時代であったといって差支えなl向。

この「大矢←萩原J 時代として臆誠村は、明治時代において、全嬬波の先頭に立っていたといいう

るのである。

大矢の庶稲村にの乙した足跡、は、 ζの村長後任事件をもτコて終りをつげる。彼には、なお残され

た 2 a 年間の余生はあったが、庭樹村との関係においては、伝説の人として生きる乙とになるので

ある。

一方、萩原の方は、それ以後も白ざましい社会的活躍はなおっづく。その点の一端は、すでにふ

れたが、萩！京に指導される小作権擁護送動は、鷹摘村にのみとどまらず、近隣町村にひろがり、両

璃波郡の小｛判径の縫立．拡大に大いに貢献している。大正？年 1 官月には、近隣町村の小作人組合

を糾合して「米穀生産者同盟会」と改称し、その範囲は二部にまたがる大組践となり、活綾な活動

をつづげた．その間に、萩原は大正5年 3月 3 a 日に村長を辞任し、大正 8年？月 3 a 日からは、

郡会議員として活躍し、郡会廃止の大正 1 2年五月 3 1 日までその地位を占めてhる。

なお、萩原のその後の活躍は次のとおりである。

大正 1 2年、神戸キリスト教青年会館における日本農民組合創立大会に、オブザーパーとして、

荻原正清と他 1 名が富山県米穀生産者同盟会から出席している．昭和 1 , 2年どろに萩原は、富山

県農業団体連合会を組織し、その会長になっている。乙の連合会は、平野力三等の日本農民党に連

絡をつけ、中央の本部から専従者としてオルグが t 名富山に来て、日本農民党の看板をかかげて活

動していた。当時は、農民団体として最大の組識であり、昭和 2 t 3年どろの最盛期には、 1万人

以上の会員をもっていた。との富山県農業団体連合会〈略称’農団，）は演説会には、演壇の背後

に日昇旗をかかげ‘まず皇室中心主義であることを前置きし、自作喪主義と反社会主義であるとと
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を強調したといわれる。との農団の組識の結成と、会長就任が、彼の；農民運動指導者としての活動

の最後とたる。彼の死亡は、昭和 2年？月 2 7 日、 7 4 才の時であったので、萩原はその死亡の時

まで農民運動家としての活動をつづけたわけである。その点で大矢とは対照的であったa

萩原の後継者の 2代田会長は、宮崎喜知成であった。宮崎は、黒部の石聞の人であり、特進将校

になヲた、退役陸軍大尉。 ζの’農回，を萩原亡き後、実践に牛耳っていたのは、番頭格の河原治

作であった。河原は、城端町西新回の人で、明治 4 0 年どろ、社会主義的論調で町政批判をした’

中越評論，を城端町で発行している。乙れは、青年間の人気を博していたが 1 0 号をまたずに廃刊

した f 「城端町史 1 1 0 6 2 頁、参照）。

制なお、乙の’差是団，とは別個に、全国農民組合に所属する富山添連合会が、昭和 2～？年どろ

活躍。組織人数は最盛期でも、 1, 2 0 0 ~ 1, 3 0 0 人。増山、矢後、松井、杉沢博吉（石動の人

で中心人物）等が中心で、組徹人員は少t.rかったが、活動では、 ’農団， tこ劣らなかったという

f増山氏よりの間取りによる。）。

大矢四凶兵痛の経歴

安政 4年 1 2 月 1 9 日｜
(1858} ｜メ大矢四郎兵衛の 2男として誕生Q j;lj~愛一郎、兄嘉一良E 4 才

農応 2年 T 月 1 8 日 i
(1867) 10 才｜メ死亡 との頃より‘隣村水島村の加茂庄左エ門の寺子屋に学ぶ

同学の友田谷儀平

明z~1~in2 月 1 4 才｜兄喜一郎死亡
明治 7年 5月

(1874) 17 才 金沢竹下塾に入門、同行原田窓実 CtE安系）中西長太威、 J 11辺純三

竹下遠、王陽明学を講ず、治国平天下を説き、一面新聞をおこし、

時事を論ず、桑園を経営し養蚕を奨励
明治 1 0 年 I --

(1877) 20 才 i 高瀬村ニ清の若杉覚太郎の長女ちせと結婚、若杉家代々代官をつと

めた郷蔵、ちぜ 1 3才

明治 1 3年 2 月 | 
( 1 8. 8 0). 2 3才｜母死亡、忠僕長田清吉 1 8 才から大正？年苑亡までつとめるa

同 年 ｜嘱波部面穀盆所有区域会議員に当選（閤穀金二議倉金）

現治 2 0 年 4 月再選 2 3年庭崩村義倉会規定を設輩、義倉会総代

人に当選、当選 5 問、勤続 1 9 

明治 1 5年 I 

( 1 8. 8 2). 2 5 ナ i 北立社（稲垣示）、北民社 f島沼孝之）、射フk舗の柑益社、高岡の

足早義塾（大木曽十右ヱ門）等の有志同時進党を組識、越中改 i
-___, 
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i進党分裂‘島田孝之らと共に多数の同志安ひきいて中央の改進党に

lカE盟

明治 f 己年 5}1 l 野村島より石動町に至る宮川通船会社設立
(1&83) 26 才 i

！司 4 月 ｜眠波都連合町村会議員に当選、五郎丸村の岡本八平氏と選挙で対立

との年 5ヶ村（鷹摘、苗加、五郎丸、鹿島、不動島村）の戸長に任

命されたが辞退、小野有次氏にゆずった。

出町に活版事業創設（中越印刷KKの前身）

明治 1 5. 1 6 年どろ ｜村内金融機関として、資本金 5, 0 0 0 円の分通社を創設（鷹飼銀行

明治 1 7 年
(1884) 

の前身）銀行条例公布施行とともに解散、加入者大矢四郎兵ヱ、大

谷三泌、渡辺栄次郎、四谷与玉子、吉田七次路、多国茂三郎、中西甚

太師、中谷壮平、農師嘉作、島自円七

瞬波郡連合町村会議員に再選

27 才 1
-'.) i 大橋十右ヱ門、島田孝之、能州の勝山修歳、 j駆野喜太郎、加州の猿

..侯節太崎、平出雄らと、立憲改進党懇談会を高岡市に捕催

明治 1 8 年 2月 I ！富山県独立後、最初の県会議員に当選（補選）～明治 2 1年 2月ま
い 885) 28 才｜

でa t 郡l可志 2 0 1 1 名と迷着して、地租軽減の請願書を均読大臣

i 三条笑美に提出（ 1 7 年秋より米価暴落）

｜正JI I通送、下梨村水上善三泌と懇談し、錦敏仁平、島田JI鼠平、小西

i武平、藤井長太恥小l隠直次、小野有次らと発起人になれ庄JI I通

遥創設社長水上善三郎、専務理事大矢

第 t 期工事、下梨村より青島金屋口までの障碍岩石取除計画激流の

ため舟揖困難、計画社絶

改進党の機関紙、北辰雑誌を刊行明治 1 8 年 9 月

明治 2 0 年
(1887) 

五 Q 才 l 副業奨励、養蚕をすすめ、桑苗一万株購入、村氏に無償分与

明治 1 8 ~ 2 0 年どろ

2 0 年どろ

望書鶏、養豚を奨励

i 道路改修を主張、地方震業開発を企画

（一町4一谷 f宋友）間斡一f苦許1
陪:f:u＼村、改良米調製所を道場として剣道、柔道の指南を招いて青年

l の向武の気分を鼓吹
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明治 2 時 間 ｜県会議員、半倣選、抽センにより失格。再ふ2 5年ばまで
(1888) 51 才！

同 5 月 ｜嘱務院文献佐合を経織、組合長となる内米質改良、伏木滋より深川大

阪へ回漕fし、好評
明治 2 4年 『 I 

(1891) 34才 i t t 月 2 a 日、臨時給伺年7月大洪水のため、卦事業のill加

子予算審議｝

1 2 月 1 5 目、伏木港取調案、賛成

明治 2 1 年 5月 2 日｜村会議員～2 5 年 4 月 2 9 日まで

明治 2 5年 4月 3 0 日！再選～ 3 1 年 4 月 2 9 自主で

II II 7 月 t A 日 l j長会祷選上埜安太郎と競争して落選

明治 2 6 年 ｜島田孝之‘吉田茂勝とはかり、嘱波と高岡を連絡する鉄道敷設を企
(1893) 36 才！

画、一市、三都の有志賛意、 9 月出町で協議会開催

発起人 3 2 名を単げて出願。

「出町史J には桜井宗一 l 吉田茂勝、原田金之縮、藤井能三、志摩長平、堀二作、高広次平、

も入っている イ幡直次、島問挙之、大谷彦次郎、大谷次郎作‘春日嘉一郎、山田

正最、野村辰太必‘岡部長友エ門、荒木文平、松村和一郎、河合八

十八、矢後孫二、菊野久太威、佐々木構次郎、西能源四郎、岩倉与

吉郎、安念次左エ門、大井長平、大矢四雌兵ヱ、松島与信、桂井他

八郎、藤井長太郎、長谷川孫三、田上六太必、正村義太郎、中村林

造

‘明治 2 7 年 1 J3 I 
(1894} 37才｜富山崎社長就任〈雌党系）

4 月 ｜中越鉄道発起人会議の結来、創立委員として島田孝之、吉田茂勝、

正村義太郎、大矢四郎兵衛、藤井能三、学に作、イ輔直次の 7名を

選定 （ 7 月 1 1 白馬広次予氏を委員に退加｝

6 月 3 0 日｜鷹揃村村長に就任～ 30年 5月 1 3 日まで

岡本八平、安念次左エ門らと共に、出町に中越銀行を設立、当時資

本金 2. 0万円昭和 1 0年代5 5 0 万円

明治 2 8年 1 JI I 
,( 1 .8 .9 5} 3 8 才｜県議改選当選～29年同まで

I J議会議長～2.9年 6月五 0 13 

燥知事徳久怪範が、河川の災害復旧に冷淡。その貸用を産菜、教育

I vこ向ければよいとじ県会にもft埋官のみで出席せず、県会と正面衝
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｜突・胎解散伶改選したのが今期の県会議員、大矢議長上京、内務
大臣野村靖に会い、知事更迭と治水愛国庫補助、三大河川国庫支弁

を要請。

明治 2 8 年 1 0 月

知事まもな〈更迭 （ 2 9 年 A 月 T 日香川県へ｝

自費にて関西地方の鉄道視察f

1 1 月 I q:i趨鉄道仮免許状、ついで本免許状

明治 2 9年 4 月 2 5 日｜創立総会を出町r開催、島田孝之会長、取締役に大矢、島田、矢後
(1826) 39才｜』

孫二、佐々木権次郎、管野伝宕エ門、志摩長平、正村平太郎の 7 氏

監査役に安田善四郎、正村義太郎の 2氏選挙＠

4 月 3 0 日 I.取締役の互選で大矢氏‘社長にさ当選

6 月 ｜起工式を高岡市博労町で挙げ着工n

(1笥岡紡績も） 7 月 ！大議水、施工大国難に遭遇

庄川取kを利賀村栃原峠から井波瑞泉寺後杉谷へ引水活下せしめ、

発電工事を起し、一方その水を利用して合口用水となし、東西嬬波

と射水の王郡の農民へ、また井波町附近の荒蕪地を開墾沃土にする

計酒をたて』工学士水木常信氏をして測量立案に当らせたが、実現

せずの

明治 3 0年 ？月 I 

(1897) 40才！村内総とばかり、資本金一万円の合資会鵠滴銀行を設立。大正

明治 3 1 月
(1898) 

明治 3 2年
(1899) 

明治 3 3年
(1900) 

4 1 才

9年に 5 5 五円に増資、昭和 6年 7 月金沢銀行へ合併

5 月 4 日黒田一福野間 1 0 哩 5 5 、 8 月 1 8 日干謹号J福光間 3 0 哩

2 6 、 1 0 月 3 1 B福光一城端間 3 0 哩 1 2 、開通

t 月 2 日高岡ー黒田間日 1 0 哩 28 、開通

衆議提議員に当選

再度当選

4 2才 I s 月 2 5 日富山日報取締役に任ず、 3 5年 7 月 1 5 日静車業

4 3才｜高岡ー伏木 4 0哩 5 3 開通

中越鉄道臨の株価暴落（当初 1 株 s a 円が、 1 6 円に暴落）払込延

滞者続出、資金不足、大矢氏私財をなげ・つつ、一切関係をたっ。

i 北海道岩内郡小沢村の耕地を般
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明治 3 4年
(1901) 

明治 3 5年
(1902) 

8 月

明治 3 6 年
(1903) 

明治 3 6 年 5月

4 4 才

4 5 才

4 6 才

4 月 308

明治 4 0年
(1907) 

明治 4 1 年
(1908) 

明治 4 5年
(1912) 

大正 2年
(1913) 

昭和 5年
(1930) 

昭和 6年 1

5 0 才

5・ 1 才

5 5 才

5 6 才

7 2 才

政府提出の増税案に、憲政本党内賛否両論

大矢、増税案に賛成、金問又左ヱ門間す

5 }j 1 3 日夫人死亡

第 7 函総選挙、大選挙区制、単記無記名、当選

桂内閥、東援の風翼急、国防計画、 1 0 年継続事業として特別地

租増徴の 5年間の年限を廃止して、永久税に替える予算案提出、

議会反対、解散。

五月 t 日衆議院議員に当選

？月議会開院式で河野議長の奉答文事件で解散、その後立候補せ

ず。

岩内郡小沢村に 4 0万坪を借受け、開拓経営に従事

薦橋村、村会議員に当選

臨波部に中学佼創設の計画があると、 JI Iよ知事に面接、陳情

中学設置、鷹嫡村に決定．村民と決議の上、義倉金三 0 0 0 円を

設立資金として寄附。残金は箪人分会に奨励金として賜り、義倉

会は自然消滅

方日越能鉄道臨の発起にあたり顧問に推されるn

E害補村村長の後任につき萩原正滑を推せん。萩原氏村長になるa

？月 2 5 日死亡

4 月 1 7 BU要請村において、追悼会施行
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